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中
国
研
究
集
刊

菜
号
（
第
六
十
七
号
）

令
和
三
年
八
月

二
八

四
九
頁

―

清
華
簡
『
行
称

『
病
方
』
か
ら
見
る
術
数
と
方
技
の
関
係

』

六

車

楓

は
じ
め
に

二
〇
二
〇
年
一
二
月

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾

（
黄
徳
寛
主
編
、
清
華
大

、

）
』

学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
編
、
中
西
書
局
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
冊
は
、
告
辞
や

天
文
術
数
、
時
令
説
、
医
学
に
関
わ
る
五
文
献
を
収
録
し
、
い
ず
れ
も
伝
世
文
献
に
は

見
ら
れ
な
い
古
逸
書
で
あ
る
。
論
者
（
六
車
の
こ
と
を
指
す
。
以
下
同
様
）
は
そ
の
中

で
も
、
時
令
説
と
睡
虎
地
秦
簡
な
ど
の
『
日
書
』
の
特
徴
を
併
せ
持
つ
『
行
称
』
を
取

り
上
げ
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
最
も
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
、
簡
潔
な
処
方

『

』

。『

』

集
で
あ
る

病
方

と
同
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る

行
称

（

）

注
１

と
『
病
方
』
と
い
う
二
つ
の
文
献
は
、
な
ぜ
同
冊
に
筆
写
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は

『
行
称
』
の
釈
読
を
通
し
て
内
容
理
解
に
努
め
た
後

『
病
方
』
と
同
冊

、

、

に
な
っ
て
い
る
理
由
を
探
る
べ
く
、
伝
世
文
献
や
他
の
出
土
資
料
も
用
い
、
古
代
の
人

々
が
思
想
や
書
籍
の
種
類
を
お
お
よ
そ
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
き
た
い
。

一

『
行
称
』
書
誌
情
報

本
章
で
は

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾

』
の
整
理
者
（
賈
連
翔
氏
）
が
ま
と
め

、

）

、

、『

』

。

た
書
誌
情
報
に
基
づ
き

論
者
の
見
解
も
一
部
加
え
つ
つ

行
称

の
概
要
を
述
べ
る

『
行
称
』
は
『
病
方
』
と
と
も
に
、
も
と
も
と
一
巻
の
竹
書
に
抄
録
さ
れ
、
全
て
簡

長
が
約
三
二
．
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
は
約
〇
．
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
竹

簡
の
正
面
下
部
の
余
白
に
は
次
序
編
号
が
あ
り

「
十
九
」
ま
で
編
ま
れ
て
い
る
。
第
一

、

二
・
第
一
五
簡
は
佚
し
て
お
り
、
第
一
一
簡
は
わ
ず
か
に
下
部
が
半
分
以
下
の
長
さ
の

み
残
っ
て
い
る
が
、
残
り
の
一
六
枚
は
基
本
的
に
完
整
簡
で
あ
る

。
第
一
か
ら

（
注
２
）

第
一
〇
簡
、
お
よ
び
第
一
三
・
第
一
四
簡
の
内
容
は
性
質
が
全
く
異
な
り
、
字
迹
も
そ

れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
図
１

、
別
人
に
よ
り
筆
写
さ
れ
た
と
推
測
で
き
、
こ

）

れ
を
踏
ま
え
て
簡
文
は
『
行
称
』
と
『
病
方
』
の
二
篇
に
分
け
て
釈
読
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
篇
題
は
、
整
理
者
に
よ
る
仮
題
で
あ
る
。
第
一
六
か
ら
第
一
九
簡
ま
で
は
編

号
以
外
に
文
字
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
清
華
簡
の
中
で
は
初
め
て
見
る
も
の
で
あ
る
。
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第
一
四
簡
の
文
末
に
截
止
符

が
あ
る
た
め
、
本
巻
は
も
と
も
と
第
一
五
簡
以
降

（
注
３
）

全
て
空
白
簡
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
、
用
途
か
ら
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
他
の

内
容
を
書
き
写
す
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

『
行
称
』
は
本
巻
の
前
半
一
〇
枚
に
書
か
れ
、
わ
ず
か
に
下
部
が
半
分
以
下
の
長
さ

の
み
残
っ
て
い
る
第
一
一
簡
は
編
号
を
除
い
て
、
本
文
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

整
理
者
は
、
こ
こ
か
ら
推
測
し
て
、
本
篇
の
内
容
は
一
一
枚
を
超
え
な
い
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
第
一
〇
簡
の
末
句
は
す
で
に
竹
簡
の
下
端
ま
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の

内
容
は
整
っ
て
お
り
、
本
篇
が
こ
こ
で
完
結
し
て
い
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
と
し

て
、
同
じ
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾

』
収
録
の
『
四
告
』
全
巻
に
お
け
る
書
写
の

）

書
式
も
参
考
に
す
る
と
、
第
一
一
簡
も
元
は
空
白
の
「
隔
簡
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

。

、

、

る
と
述
べ
る

し
か
し
な
が
ら

こ
の
第
一
一
簡
が
隔
簡
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は

再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う

『
四
告
』
の
整
理
者
は
、
第
一
～
第
一
五
簡
を
第
一
節
、
第
一

。

六
～
第
二
五
簡
ま
で
を
第
二
節
、
第
二
六
～
第
三
七
簡
を
第
三
節
、
第
三
八
～
第
五
〇

簡
を
第
四
節
と
し
、
そ
の
う
ち
、
欠
簡
の
第
一
五
・
第
二
五
簡
を
空
白
簡
と
見
な
し
て

い
る
。
し
か
し
、
第
三
節
か
ら
第
四
節
の
境
目
で
は
、
第
三
節
の
終
わ
り
に
墨
鉤
を
打

ち
、
留
白
を
残
し
て
た
だ
改
行
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
を
見
る
と
、
第
一
節
と

第
二
節
の
間
お
よ
び
第
二
節
と
第
三
節
の
間
に
も
隔
簡
は
な
か
っ
た
可
能
性
の
方
が
高

い
と
思
わ
れ
る

『
四
告
』
の
第
一
五
・
二
五
簡
に
文
章
が
書
か
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は

。

判
断
で
き
な
い
が
、
第
一
四
簡
と
第
二
三
簡
は
ど
ち
ら
も
竹
簡
の
中
間
部
分
で
文
章
が

終
わ
っ
て
お
り
、
文
末
に
は
墨
鉤
が
あ
る
た
め
、
第
三
節
と
第
四
節
の
書
式
に
照
ら
し

合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
第
一
五
簡
・
第
二
五
簡
は
そ
れ
ぞ
れ
第
二
節
・
第
三
節
の
冒
頭
と

し
て
、
第
一
六
・
二
六
簡
に
続
く
文
章
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
鑑
み
る
と

『
行
称
』
の
第
一
一
簡
も
隔
簡
で
は
な
く
、
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
可
能

、

性
は
十
分
に
あ
り
得
る
。
確
か
に

『
行
称
』
第
一
一
簡
の
文
末
に
は
截
止
符
が
つ
い
て

、

い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
文
章
が
そ
こ
で
完
結
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

簡
文
は
「
凡
そ
称
し
き
を
行
う
の
道
は
、
月
に
六
称
、
歳
に
四
合
あ
り
（
凡
行
稱
之

よ

ろ

道

月
六
稱

歳
四
合

か
ら
始
ま
り

そ
の
後
は
順
を
追
っ
て
ひ
と
月
に
お
け
る

六

、

、

）」

、

「

称
」
の
具
体
的
な
日
程
と
利
害
、
効
果
を
記
す
。
そ
の
内
容
は
施
政
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
。
先
秦
の
時
令
説
文
献
は
比
較
的
多
く
流
伝
し
て
お
り

「
月
」
を
軸
と
す
る
も
の

、

『

』

『

』

『

』

。「

」

に
は

呂
氏
春
秋

十
二
紀
や

礼
記

月
令
・

淮
南
子

時
則
訓
な
ど
が
あ
る

日

を
軸
と
す
る
も
の
に
は

例
え
ば
睡
虎
地
・
九
店
・
周
家
台
な
ど
の
簡
牘
に
見
え
る

日

、

『

書

が
あ
る

行
称

は

月
令

の
政
令
性
と

日
書

の
緻
密
性

つ
ま
り

礼

』

。『

』

「

」

『

』

、

、『

記
』
月
令
の
よ
う
な
特
定
の
時
期
に
特
定
の
行
事
を
行
う
べ
き
と
す
る
記
述
と
、
日
に

、

『

』

、

行
事
を
配
当
し

ひ
と
月
の
流
れ
を
記
す

日
書

に
近
い
と
い
う
特
徴
を
兼
ね
備
え

ひ
と
月
に
お
け
る
政
務
の
要
件
と
禁
忌
を
専
ら
述
べ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
内
容
は
先

秦
の
時
令
説
文
献
で
初
め
て
見
る
も
の
で
あ
る
。

二

『
行
称
』
釈
読

本
章
で
は

『
行
称
』
の
釈
読
を
行
う
。
原
文
の
［

］
は
竹
簡
番
号
、
釈
文
の
【

】

、

は
語
注
の
番
号
で
あ
る

竹
簡
の
下
端
に
書
か
れ
た
編
号
は
省
略
し
た

ま
た

語
注
に

。

。

、

、

「

（

）
」

。

お
い
て

整
理
者
の
注
釈
は

原
注
○

整
理
者
が
つ
け
た
注
釈
番
号

と
表
現
し
た

簡
文
の
改
行
は
、
整
理
者
に
従
い
、
便
宜
上
論
者
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

《
原
文
》

［
一
］
凡
行

之
道

月
六

四

月
朔
之
日

裕
文
至
日
晝
夕
發
内

■

■

■

月
五
日

均
民

［
二
］
明
日
而
發

内
月
旬
日

共
祀
明
日
而
發

旬
又
五
日

■

■

■

弔

明
日
而
發

二
旬

綽
［
三
］
武
明
日
而
發

■

■

弔

明
日
而
發

二
旬

綽
［
三
］
武
明
日
而
發

二
旬
又
五
日

縪

弔

明
日
而
發

二
旬

綽
［
三
］
武
明
日
而
發

明
日
而
發

■

■

■

亓
余
四
日
亡
可
以
爲

是
胃
灋
日
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裕
文
［
四
］
凡
告
必
許

未
至

之
日
而
又

之
於
不
裕

■

■

裕
文
［
四
］
凡
告
必
許

不
可
以

■

■

■

■

■

■

均
民
利
分

［
五
］
母
又
貴
戔
必
均
奴
不
均

於
牛
馬

共
祀
利
卜

締

之
事

奴
弗
爲

［
六
］
於
五
穜
不

弔

利
畋

馬
縪

土

之

■

■

■

事
奴
弗
爲

於
少
子
徒
［
七
］

埜

人

綽
武
利

兵

攸

庫
奴
弗

■

∟

爲

貨
資

㣤
芒

利
伐
殺
型

四
正
之
月

■

■

■

爲

貨
資

㣤
芒

奴

［
八
］
縪

〓

爲

貨
資

㣤
芒

利
伐
殺
型

四
正
之
月

而
羅
晶
以

■

凡

之
日

或
又

凡

之
日

又

■

■

■

凡

之
日

或
又

凡

之
日

又
［
九
］

凡

之
日

或
又

凡

之
日

又

凡

之
日

或
又

又

■

■

■

或
又

或
又

或
又

又

或
又

凡
發
之
日
又

■

■

■

〓
〓

或
又

或
又

［
一
〇
］

■

■

■

■

或
又

或
又

必
三

■

■

■

或
又

又

或
又

或
又

之
日
而
才

而
又

■

■

■

■

《
釈
文
》

凡
行
稱
【

】
之
道
、
月
六
稱
【

、
歳
四
合
【

。
月
朔
之
日
稱
裕
文
【

、

】

】

】

1

2

3

4

至
日
晝
、
夕
廢
【

。
入
月
五
日
稱
均
民
【

、
明
日
而
廢
。
入
月
旬
日
稱
恭
祀
、

】

】

5

6

。

【

】
、

。

【

】
、

。

明
日
而
廢

旬
又
五
日
稱
弔
勞

明
日
而
廢

二
旬
稱
綽
武

明
日
而
廢

7

8

二
旬
又
五
日
稱
縪
抑
【

、
明
日
而
廢
。
其
余
四
日
亡
可
以
爲
、
是
謂
廢
日
【

。

】

】

9

10

裕
文
、
凡
告
比
許
、
不
可
以
怒
。
未
至
後
稱
之
日
而
有
惡
、
得
之
於
不
裕
【

。
稱

】
11

均
民
、
利
分
幣
【

、
毋
有
貴
賤
、
比
均
。
如
不
均
、
吝
於
牛
馬
【

。
稱
恭
祀
、

】

】

12

13

利
卜
筮
・
攻
禘
【

】
之
事
、
如
弗
爲
、
吝
於
五
種
不
登
【

。
稱
弔
勞
、
利
田
獵
・

】

14

15

馳
馬
・
畢
弋
・
土
功
之
事
【

、
如
弗
爲
、
吝
於
小
子
・
徒
衛
・
野
里
人
【

。
稱

】

】

16

17

綽
武
、
利
攝
兵
甲
、
修
府
庫
【

、
如
弗
爲
、
吝
貨
資
速
散
亡
【

。
如
稱
縪
抑
、

】

】

18

19

利
伐
殺
刑
戮
【

。
四
正
之
月
【

、
月
而
離
參
以
合
【

。

】

】

】

20

21

22

凡
稱
之
日
將
有
得
、
將
又
有
得
。
有
喪
、
將
又
有
得
。
有
喜
、
將
又
有
喜
。
有
惡
、

將
又
有
喜
【

。
凡
廢
之
日
有
得
、
將
又
有
喪
。
有
喪
、
將
又
有
喪
。
有
惡
、
將
又
有

】
23

惡
。
有
喜
、
將
又
有
惡
【

。
合
之
日
而
在
稱
而
有
得
、
比
三
【

。

】

】

24

25

《
書
き
下
し
文
》

凡
そ
称
し
き
を
行
う
の
道
は
、
月
に
六
称
、
歳
に
四
合
あ
り
。
月
朔
の
日
は
裕
文
に

よ

ろ

称
し
、
日
昼
に
至
り
、
夕
に
廃
る
。
月
に
入
る
こ
と
五
日
は
均
民
に
称
し
、
明
日
に
し

て
廃
る
。
月
に
入
る
こ
と
旬
日
は
恭
祀
に
称
し
、
明
日
に
し
て
廃
る
。
旬
に
し
て
又
た

、

。

、

。

五
日
は
弔
労
に
称
し

明
日
に
し
て
廃
る

二
旬
は
綽
武
に
称
し

明
日
に
し
て
廃
る

二
旬
に
し
て
又
た
五
日
は
縪
抑
に
称
し
、
明
日
に
し
て
廃
る
。
其
の
余
り
四
日
は
以
て

為
す
べ
き
こ
と
亡
し
、
是
れ
廃
日
と
謂
う
。

な

裕
文
は
、
凡
そ
告
し
て
比
び
に
許
す
、
以
て
怒
る
べ
か
ら
ず
。
未
だ
後
称
の
日
に
至

な

ら

ら
ず
し
て
悪
有
り
て

之
を
裕
な
ら
ざ
る
に
得

均
民
に
称
し
と
は

幣
を
分
か
つ
に
利

、

。

、

よ

ろ

し
、
貴
賤
有
る
こ
と
毋
く
し
て
、
比
び
に
均
し
く
す
。
如
し
均
し
く
せ
ざ
れ
ば
、
牛
馬

。

、

、

、

を
吝
う

恭
祀
に
称
し
と
は

卜
筮
・
攻
禘
の
事
に
利
し

如
し
為
す
こ
と
弗
く
ん
ば

う

れ

五
種
の
登
ら
ざ
る
を
吝
う
。
弔
労
に
称
し
と
は
、
田
狩
・
馳
馬
・
畢
弋
・
土
功
の
事
に

み

の

利
し
、
如
し
為
す
こ
と
弗
く
ん
ば
、
小
子
・
徒
衛
・
野
里
の
人
を
吝
う
。
綽
武
に
称
し

と
は
、
兵
甲
を
摂
め
、
府
庫
を
修
む
る
に
利
し
、
如
し
為
す
こ
と
弗
く
ん
ば
、
貨
資
の

お

さ

。

、

。

、

速
く
散
亡
す
る
を
吝
う

如
し
縪
抑
に
称
し
け
れ
ば

伐
殺
刑
戮
に
利
し

四
正
の
月

月
而
し
参
に
離
れ
ば
以
て
合
た
り
。

も

か

か

凡
そ
称
し
き
の
日
に
得
有
れ
ば
、
将
に
又
た
得
有
ら
ん
と
す
。
喪
有
れ
ど
も
、
将
に

又
た
得
有
ら
ん
と
す
。
喜
有
れ
ば
、
将
に
又
た
喜
有
ら
ん
と
す
。
悪
有
れ
ど
も
、
将
に

。

、

。

又
た
喜
有
ら
ん
と
す

凡
そ
廃
れ
る
の
日
に
得
有
れ
ど
も

将
に
又
た
喪
有
ら
ん
と
す

悪
有
れ
ば
、
将
に
又
た
悪
有
ら
ん
と
す
。
喜
有
れ
ど
も
、
将
に
又
た
悪
有
ら
ん
と
す
。

合
の
日
に
し
て
称
し
き
に
在
り
て
得
有
り
、
比
ぶ
こ
と
三
あ
り
。
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《
現
代
語
訳
》

そ
も
そ
も
（
時
宜
に
）
適
っ
た
こ
と
を
行
う
道
は
、
ひ
と
月
に
六
称
、
一
年
に
四
合

あ
る
。
月
の
一
日
は
文
治
を
広
げ
る
の
に
適
し

（
そ
の
効
果
は
）
日
昼
に
極
ま
っ
て
、

、

夕
方
に
は
廃
れ
る
。
そ
の
月
の
五
日
は
民
（
の
財
産
）
を
均
一
に
す
る
の
に
適
し
、
翌

日
に
（
そ
の
効
果
は
）
廃
れ
る
。
そ
の
月
の
一
〇
日
は
慎
ま
し
く
祭
祀
を
行
う
の
に
適

し
、
翌
日
に
（
そ
の
効
果
は
）
廃
れ
る

（
そ
の
月
の
）
一
五
日
は
（
民
の
）
業
務
（
の

。

）

、

、

（

）

。（

）

現
況

を
問
い

見
舞
う
の
に
適
し

翌
日
に

そ
の
効
果
は

廃
れ
る

そ
の
月
の

二
〇
日
は
武
備
を
拡
張
し
余
裕
の
あ
る
状
態
に
す
る
の
に
適
し
、
翌
日
に
（
そ
の
効
果

は
）
廃
れ
る

（
そ
の
月
の
）
二
五
日
は
（
民
を
）
抑
制
す
る
の
に
適
し
、
翌
日
に
（
そ

。

の
効
果
は
）
廃
れ
る

（
ひ
と
月
の
う
ち
称
日
以
外
の
）
残
り
の
四
日
間
は
す
べ
き
こ
と

。

が
な
く
、
こ
れ
を
「
廃
日
」
と
い
う
。

文
治
を
広
げ
る
と
は
、
そ
も
そ
も
（
為
政
者
が
民
に
徳
の
あ
る
言
葉
を
）
語
り
（
そ

の
言
葉
一
つ
一
つ
を
）
全
て
（
実
行
す
る
と
民
に
）
約
束
す
る
こ
と
で

（
感
情
任
せ
に

、

）

。（

、

、
）

民
に

怒
っ
て
は
な
ら
な
い

し
か
し

こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
政
事
に
臨
ま
な
け
れ
ば

後
称
の
日
（
で
あ
る
五
日
目
）
に
至
ら
な
い
間
に
禍
が
起
こ
り
、
結
局
（
文
治
を
）
広

げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
そ
の
禍
を
受
け
て
し
ま
う
。
民
（
の
財
産
）
を
均
一
に

す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
は
、
財
を
分
配
す
る
の
に
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
貧
富

の
差
が
無
い
よ
う
に
し
て
、
皆
等
し
く
す
る
。
も
し
等
し
く
し
な
け
れ
ば

（
為
政
者
は

、

民
が
）
牛
馬
を
（
飼
え
な
く
な
る
こ
と
を
）
憂
う
。
慎
ま
し
く
祭
祀
を
行
う
の
に
適
し

て
い
る
と
は
、
卜
筮
や
祭
祀
を
行
う
に
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
し
（
そ
の
と
き

に
卜
筮
・
祭
祀
を
）
行
わ
な
け
れ
ば

（
為
政
者
は
）
五
穀
が
実
ら
な
く
な
る
こ
と
を
憂

、

う

（
民
の
）
業
務
（
の
現
況
）
を
問
い
、
見
舞
う
の
に
適
し
て
い
る
と
は
、
狩
猟
・
馳

。
馬
・
射
猟
・
土
木
工
事
を
す
る
の
に
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
し
（
そ
の
と
き
に

こ
れ
ら
を
）
行
わ
な
け
れ
ば

（
為
政
者
は
戦
争
の
被
害
を
い
ち
早
く
受
け
る
）
子
供
・

、

衛
兵
・
田
舎
に
住
む
者
の
こ
と
を
憂
う
。
武
備
を
拡
張
し
余
裕
の
あ
る
状
態
に
す
る
の

に
適
し
て
い
る
と
は
、
武
器
や
甲
冑
を
整
え
、
国
家
の
器
物
や
武
器
を
し
ま
っ
て
お
く

倉
庫
を
修
繕
す
る
の
に
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
し
（
そ
の
と
き
に
こ
れ
ら
を
）

行
わ
な
け
れ
ば

（
為
政
者
は
そ
れ
ら
の
）
貨
物
資
材
が
早
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を

、

。

（

）

、

。（

）

憂
う

も
し

民
を

抑
制
す
る
の
に
適
し
て
い
れ
ば

処
刑
に
よ
い

二
至
二
分
の

四
正
の
月

m
on

th

に

月

mo
on

が

二
十
八
宿
の

参
宿
を
通
過
す
れ
ば

そ

〔

〕

、

〔

〕

（

）

、（

の
日
を
）
合
日
と
す
る
。

そ
も
そ
も
（
施
政
に
適
し
た
）
称
日
に
（
国
家
の
）
利
益
と
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

さ
ら
に
利
益
に
な
る
こ
と
が
起
き
る
で
あ
ろ
う

（
国
家
の
）
損
失
と
な
る
こ
と
が
あ
っ

。

て
も

さ
ら
に

そ
れ
を
上
回
る
よ
う
な

利
益
と
な
る
こ
と
が
起
き
る
で
あ
ろ
う

国

、

（

）

。（

家
に
と
っ
て
の
）
福
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

（
国
家
に
と

。

っ
て
の
）
禍
が
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
（
そ
れ
を
上
回
る
よ
う
な
）
福
が
起
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
も
そ
も
（
称
の
効
果
が
な
く
な
る
）
廃
日
に
利
益
と
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
さ

ら
に
（
そ
れ
を
上
回
る
よ
う
な
）
損
失
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
禍
が
あ
れ
ば
、

。

、

（

）

さ
ら
に
禍
が
起
き
る
で
あ
ろ
う

福
が
あ
っ
て
も

さ
ら
に

そ
れ
を
上
回
る
よ
う
な

。

、（

）

。

禍
が
起
き
る
で
あ
ろ
う

合
の
日
と
称
日
と
利
益
が
あ
る
こ
と

こ
の

三
つ
が
並
ぶ

《
語
注
》

【

】
行
稱

1原
注
一
は

「

」
字
は
楚
文
字
の
「
称
」
字
の
通
行
書
法
で
、
適
う
こ
と
・
よ
い

、

こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

「
称
」
字
を
「
よ
ろ
し
」
と
読
む
用
例
は

『
荀
子
』
礼
論
に
「
貴
賤
等
有
り
、
長
幼

、

差
有
り
、
貧
富
軽
重
皆
な
称
有
る
者
な
り
（
貴
賤
有
等
、
長
幼
有
差
、
貧
富
輕
重
皆
有

稱
者
也

」
と
あ
り
、
楊
倞
は
「
称
は
、
各
お
の
其
の
宜
し
き
に
当
た
る
を
謂
う
（
稱
、

）
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謂
各
當
其
宜

」
と
注
す
る
。

）

【

】
六
稱

2原
注
二
の
述
べ
る
と
お
り

「
六
稱
」
と
は
後
文
の
「
裕
文

「
均
民

「
恭
祀

「
弔

、

」

」

」

勞

「
綽
武

「
縪
抑
」
を
ま
と
め
て
指
す
。

」

」

【

】
歳
四
合

3原
注
三
の
述
べ
る
と
お
り

「
歳
四
合
」
は
、
一
年
の
う
ち
四
回
あ
る
合
日
の
こ
と
を

、

指
し
、
こ
の
日
は
六
称
を
行
う
の
に
適
し
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う
合
日
と
は
、
地
球
が
二
至
（
夏
至
点
と
冬
至
点
）
二
分
（
春
分
点
と
秋

分
点
）
に
位
置
す
る
日
の
こ
と
。

【

】
裕
文

4原
注
四
に
よ
る
と

裕

字
は
第
五
称

綽
武

の

綽

字
と
意
味
が
近
く

孟

、「

」

「

」

「

」

、『

子
』
公
孫
丑
下
に
「
豈
に
綽
綽
然
と
し
て
余
裕
有
ら
ざ
ら
ん
や
（
豈
不
綽
綽
然
有
餘
裕

哉

」
と
、
そ
の
趙
岐
注
に
「
綽
・
裕
は
、
皆
な
寛
な
り
（
綽
・
裕
、
皆
寬
也

」
と
あ

）

）

る
。
ま
た
、
文
は
文
治
・
文
事
を
指
し

「
武
」
と
相
対
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

、

、『

』

「

（

）
」

、

こ
の
他

詩

小
雅
・
角
弓
に
も

綽
綽
と
し
て
裕
有
り

綽
綽
有
裕

と
あ
り

ゆ
っ
た
り
と
し
て
迫
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
余
裕
の
あ
る
状
態
ま

で
拡
張
す
る
と
解
釈
し
て

裕
文

を

文
治
を
広
げ
る

と
訳
出
し
た

な
お

裕

、「

」

「

」

。

、「

文
」
の
用
例
は
伝
世
文
献
に
見
ら
れ
な
い
。

【

】
至
日
晝
、
夕
廢

5

、「

」

、「

」

「

」

、

原
注
五
に
よ
る
と

至

字
は
極
ま
る
の
意
味
で

發

字
は

廢

字
に
読
み

止
む
の
意
味
。

「
發
」
字
を
「
廢
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ
る
根
拠
に
は

『
荘
子
』
列
禦
寇
の
「
先
生

、

既
に
来
た
る
、
曾
ぞ
薬
を
發
せ
ざ
る
や
（
先
生
既
來
、
曾
不
發
藥
乎

」
と
い
う
記
述
が

）

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

『
経
典
釈
文
』
は
、
司
馬
本
で
は
「
發
」
字
を
「
廢
」
字
に
作

、

る
と
し
、
郭
慶
藩
は
古
代
に
お
い
て
は
音
が
同
じ
で
あ
っ
て
、
両
字
は
通
仮
し
て
い
た

。

『

』

、

「

」

「

」

と
述
べ
る

こ
の

荘
子

の
一
連
の
記
述
も
踏
ま
え

本
稿
で
も

發

字
を

廢

字
で
解
釈
す
る
。

【

】
均
民

6原
注
六
の
述
べ
る
と
お
り

「
均
」
は
『
説
文
解
字
』
土
部
に
「
平
徧
也
」
と

『
逸

、

、

周
書
』
糴
匡
解
に
「
征
し
て
商
旅
に
当
た
り
、
以
て
窮
乏
を
救
う
。

分
助
し
て
匡

…
…

有
り
て
、
以
て
無
き
者
を
綏
ん
ず
、
是
に
於
い
て
困
し
き
を
救
う
（
征
當
商
旅
、
以

や

す

ま

ず

。

、

、

）
」

、

「

」

救
窮
乏

分
助
有
匡

以
綏
無
者

於
是
救
困

と

同
書
の
大
匡
解
に
は

均

…
…

が
全
部
で
九
つ
見
え
、
そ
の
最
後
の
言
葉
に
は
「
平
均
し
て
乏
無
し
、
民
を
利
し
て
淫

み

だ

れ
ず
（
平
均
無
乏
、
利
民
不
淫

」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
『
史
記
』
平
準
書
と
似

）

て
お
り
、
全
て
均
民
の
道
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
他

『
大
戴
礼
記
』
盛
徳
に
は
「
善
く
民
を
御
す
る
者
は
、
其
の
徳
法
を
正
し
、

、

其
の
官
を

飭

え
て
、
民
力
を
均
し
く
し
、
民
心
を
和
す
（
善
御
民
者
、
正
其
德
法
、
飭

と

と

の

其
官
、
而
均
民
力
、
和
民
心

」
と
あ
り
、
仁
徳
と
法
を
正
し
て
役
人
を
整
え
、
民
の
財

）

力
・
労
働
力
を
等
し
く
し
て
、
民
の
心
を
和
ら
げ
る
こ
と
の
で
き
る
人
が
、
理
想
の
為

政
者
と
さ
れ
て
い
る

大
戴
礼
記

が
ま
ず

其
の
徳
法
を
正
し

て

そ
の
後
に

民

。『

』

「

」

、

「

力
を
均
し
く
」
す
る
と
説
く
の
は

『
行
称
』
が
第
一
称
を
「
裕
文

、
第
二
称
を
「
均

、

」

民
」
と
す
る
こ
と
と
順
序
が
一
致
し
、
為
政
者
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
古
く
か
ら
変
わ

ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に

『
荀
子
』
成
相
に
は
、
臣
下
が
「
事
業
上
に
聴
き
、

、

相
使
を
得
る
こ
と
莫
く
ん
ば
、
民
力
一
な
り
（
事
業
聽
上
、
莫
得
相
使
、
一
民
力

」
と

）

あ
り
、
こ
こ
で
も
政
治
が
正
し
く
行
わ
れ
れ
ば
、
民
の
財
力
・
労
働
力
は
均
一
に
な
る
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こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

【

】
弔
勞

7民
の
業
務
の
状
況
を
問
い
、
見
舞
う
こ
と
。
原
注
八
は
『
周
礼
』
夏
官
司
馬
・
大
司

馬
の
「
王
士
庶
子
を
弔
労
す
れ
ば
、
則
ち
相
た
り
（
王
弔
勞
士
庶
子
、
則
相

」
な
ど
を

）

根
拠
に

「
弔
勞
」
を
死
者
を
祭
っ
て
遺
族
を
慰
め
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
の

、

解
釈
に
従
う
と
、
第
二
段
落
で
「
弔
勞
」
に
適
し
た
日
と
は

「
田
狩
・
馳
馬
・
畢
弋
・

、

土
功
の
事
に
利
し

、
つ
ま
り
狩
り
や
馳
馬
、
土
木
工
事
と
い
っ
た
、
軍
事
演
習
の
側
面

」

も
あ
る
労
役
を
行
う
の
に
適
し
た
日
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
と
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な

。

、

、「

」

く
な
る

よ
っ
て
こ
こ
は

死
者
へ
の
弔
い
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く

労
を
弔
う

と

と
読
ん
で
、
民
の
業
務
の
状
況
を
問
い
、
見
舞
う
と
解
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か

「
弔
」
を
「
問
う
、
見
舞
う
」
の
意
味
で
使
う
用
例
は

『
孟
子
』
滕
文
公
下

。

、

に
「
公
明
儀
曰
く

「
古
の
人
三
月
君
無
く
ん
ば
則
ち
弔
う

（
公
明
儀
曰

「
古
之
人
三

、

」

、

月
無
君
則
弔

」
と
あ
り

「
無
君
則
弔
」
に
つ
い
て
『
孟
子
注
疏
』
孫
奭
疏
は

「
如

」
）

、

、

、

（

、

）
」

し
其
の
君
を
佐
く
る
を
得
ず
ん
ば

乃
ち
之
を
弔
問
す

如
不
得
佐
其
君

乃
弔
問
之

と
述
べ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
孫
奭
疏
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
。

【

】
綽
武

8原
注
九
に
よ
る
と

「
綽
」
字
は
「
裕
」
の
意
味
に
近
い

「
綽
武
」
は
武
事
を
発
展

、

。

さ
せ
る
こ
と
。

伝
世
文
献
に
用
例
は
な
い
。

【

】
縪
抑

9原
注
一
〇
は
「
縪
」
字
を
制
限
す
る
こ
と
と
解
し
、
二
文
字
目
の
「
抑
」
字
も
類
義

語
と
す
る
。

第
二
段
落
で
処
刑
す
る
こ
と
と
も
繋
げ
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
も
原
注
に
従

っ
て
人
を
抑
制
す
る
と
い
う
意
味
で
取
っ
た
。

【

】
其
余
四
日
亡
可
以
爲
、
是
謂
廢
日

10原
注
一
一
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
朔
望
月
暦
法
を
採
用
し
て
い
る
。
整
理
者
は
、
小
の

月
は
二
九
日

大
の
月
は
三
〇
日
で
あ
り

簡
文
の

二
旬
又
五
日

の
後
に
ま
た

其

、

、

「

」

「

余
四
日
」
と
述
べ
る
の
は
小
の
月
を
用
い
て
数
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ

れ
は
つ
ま
り
、
六
称
目
が
終
わ
っ
て
か
ら
残
っ
た
四
日
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
他
、
整

理
者
は
大
の
月
の
場
合
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
大
の
月
で
あ
れ
ば
、
六
称
は
均
等
に

分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
四
日
間
隔
が
空
く
こ
と
に
な
る
た
め

「
其
余
四
日
」
は
こ
の
概
数

、

を
取
っ
て
言
っ
た
可
能
性
も
あ
り

清
華
簡

筮
法

乾
坤
運
転
に

坤

晦
の
日
乾
を
逆

、

『

』

「

む

か

。

（

（

）

え
て
以
て
巽
に
当
た
る

月
に
入
る
こ
と
五
日
巽
を
舎
て
乾
坤
艮
に
当
た
る

坤

（
晦
）
之
日
逆

（
乾
）
以
長
（
當
）
巽
。
内
（
入
）
月
五
日
豫
（

）
巽
、

舍

（
乾
）

（
坤
）
長
（
當
）
艮

」
と
あ
る
こ
と
を
根
拠
に

「
晦
」
を
一
番
初
め

）

、

、

。

、

の
称
と
す
れ
ば

そ
の
他
の
五
称
と
の
日
付
の
間
隔
は
同
じ
に
な
る
と
い
う

つ
ま
り

晦
日
の
廃
日
か
ら
始
め
れ
ば

「
裕
文
」
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
も
廃
日
が
四
日
あ
る
こ
と
に
な

、

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
整
理
者
は
、
古
の
人
々
が
習
慣
的
に
「
朔
」
を
月
の

初
め
と
し
て
い
た
の
で
、
第
一
称
は
第
二
称
と
の
間
隔
が
わ
ず
か
三
日
し
か
な
く
、
行

称
の
時
間
は

至
日
晝

夕
廢

と
な
っ
て
い
て

こ
れ
も
ま
た
そ
の
他
の
五
称
が

明

「

、

」

、

「

日
而
廢
」
と
す
る
の
と
異
な
る
と
付
言
し
て
い
る
。

【

】
凡
告
比
許
、
不
可
以
怒
、

得
之
於
不
裕

…
…

11「
告
比
許
」
の
「
告
」
字
は
語
る

「
許
」
字
は
約
束
す
る
の
意
味
で
、
主
語
が
な
い

、

た
め
に
文
意
を
図
り
か
ね
る
が
、
文
治
を
行
う
為
政
者
が
民
に
徳
の
あ
る
言
葉
で
語
り
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か
け
、
徳
政
を
行
う
と
民
に
約
束
す
る
と
解
釈
し
た

「
許
」
字
を
約
束
す
る
の
意
で
取

。

る
用
例
は

『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
「
何
ぞ
自
ら
妄
り
に
劉
季
と
許
さ
ん
（
何
自
妄
許
與

、

劉
季

」
と
あ
る
。

）
ま
た
、
原
文
の
「
必
」
字
は
「
比
」
字
に
読
み
替
え
て
「
並
び
に
、
皆
」
の
意
味
と

し
た
。
何
有
祖
氏
は
、
上
博
楚
簡
『
景
公
瘧
』
の
「
盍
必
死
愈
爲
樂
乎
」
と
い
う
記
述

が
『
晏
子
春
秋
』
内
篇
・
諫
上
・
景
公
信
用
讒
佞
賞
罰
失
中
晏
子
諫
章
の
「
死
す
る
比こ

ろ

ま
で
勉
め
て
楽
し
み
を
為
さ
ん
か
（
比
死
者
勉
爲
樂
乎

」
と
い
う
記
述
に
対
応
す
る
こ

）

と
を
踏
ま
え

「
必
」
字
を
「
比
」
字
に
読
み
替
え
て
い
る

。
こ
れ
ら
二
つ
の
文

、

（
注
４
）

字
は
韻
部
が
同
じ
質
部
で
あ
り
、
読
み
替
え
に
問
題
は
な
い
。

原
注
一
二
は

」
字
を
「
怒
」
字
に
読
み
替
え

、

、

原
注
一
二
は

「

原
注
一
二
は

」
字
を
「
怒
」
字
に
読
み
替
え

『
礼
記
』
内
則
「
若
し
教
う
べ

、

（

、

）」

「

、

か
ら
ざ
る
と
き
は

而
る
後
に
之
を
怒
む

若
不
可
教

而
後
怒
之

の
鄭
玄
注
に

怒

せ

譴
責
也
」
と
あ
る
の
を
根
拠
に
責
め
る
の
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
。

譴
責
也
」
と
あ
る
の
を
根
拠
に
責
め
る
の
意
味
で
解
釈
し
て
い
る

「

譴
責
也
」
と
あ
る
の
を
根
拠
に
責
め
る
の
意
味
で
解
釈
し
て
い
る

」
字
は
、
上
博

楚
簡
『
従
政
』
乙
篇
第
三
簡
に
も
見
え
、
そ
の
原
注
は
「

楚
簡
『
従
政
』
乙
篇
第
三
簡
に
も
見
え
、
そ
の
原
注
は
「

」
字
が
「
怒
」
字
で
あ
る

「

」
字
か
ら
「
心
」
字
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
る
と
し

「
怒
」
字
に
読
み
替
え
て

、

解
釈
し
て
い
る

『
行
称
』
の
整
理
者
は
、
こ
の
読
み
替
え
例
な
ど
に
基
づ
い
て
「
怒
」

。

字
に
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
も
こ
れ
に
従
い

「
怒
」
字
で
解
釈
す
る
が
、
整
理

、

者
と
は
異
な
り
、
そ
の
ま
ま
怒
る
の
意
味
で
取
る

「
怒
」
字
を
怒
る
の
意
味
で
使
う
例

。

は

『
論
語
』
雍
也
に
「
怒
り
を
遷
さ
ず
、
過
を
貳
び
せ
ず
（
不
遷
怒
、
不
貳
過

」
と

、

）

あ
り
、
何
晏
注
は
「
凡
そ
人
は
情
に
任
せ
て
喜
怒
し
、
理
に
違
う
。
顔
淵
道
に
任
せ
て

、

（

、

。

、

）
」

。

怒
り

過
分
な
ら
ず

凡
人
任
情
喜
怒

違
理

顔
淵
任
道
怒

不
過
分

と
述
べ
る

『
行
称
』
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
怒
り
も
、
何
晏
の
言
う
感
情
任
せ
な
怒
り
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
為
政
者
と
し
て
は
、
道
理
に
則
っ
て
人
々
を
律
す
る
程
度
に
は
怒
る
こ
と
も

必
要
で
あ
り
、
よ
っ
て
論
者
は
、
こ
の
「
不
可
以
怒
」
は
怒
る
こ
と
全
て
を
禁
じ
る
も

の
で
は
な
い
と
捉
え
た
。

あ
る
い
は
、
清
華
簡
『
管
仲
』
簡
一
に
「
中
（
仲
）
父
、
君
子

（
學
）

あ
る
い
は
、
清
華
簡
『
管
仲
』
簡
一
に
「
中
（
仲
）
父
、
君
子

（
學

、
女
（
如
）

可
（
何

」
と
あ
る
こ
と
に
従
い

）

、

可
（
何

」
と
あ
る
こ
と
に
従
い

「

可
（
何

」
と
あ
る
こ
と
に
従
い

」
字
の
旁
で
あ
る
「
女
」
字
を
「
如
」
字
に
読

み
替
え
、
さ
ら
に
「
女
」
字
や
「
如
」
字
と
同
じ
魚
部
に
属
す
る
「
恕
」
字
と
し

「
不

、

可
以
恕
」
で
「
民
を
思
い
や
ら
な
け
れ
ば

」
と
後
文
に
繋
げ
て
訳
す
る
こ
と
も
可

…
…

能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
一
文
を
ま
と
め
る
と
、
為
政
者
は
文
治
を
押
し
広
げ
る
べ
く
、
民
に
徳
の
あ
る

言
葉
を
か
け
、
そ
れ
ら
の
言
葉
一
つ
一
つ
を
全
て
実
行
す
る
と
民
に
約
束
す
る
こ
と
、

そ
し
て
民
に
対
し
て
感
情
ま
か
せ
に
怒
ら
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
姿
勢
で
政
事
に
臨
ま
な
け
れ
ば

「
後
稱
之
日
」
す
な
わ
ち
第
二
称
の
日
ま
で
に

、

、

、

。

禍
が
起
こ
り

結
果
と
し
て
文
治
を
広
げ
る
こ
と
は
叶
わ
な
い

と
い
う
意
味
で
あ
る

後
文
の
第
二
称
か
ら
第
五
称
ま
で
と
比
較
す
る
と
、
文
章
構
成
が
異
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
こ
こ
だ
け
次
の
称
日
ま
で
が
為
政
者
の
査
定
期
間
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
特

異
で
あ
る
。
月
の
初
め
に
、
為
政
者
の
気
を
引
き
締
め
る
目
的
で
、
朔
日
の
第
一
称
が

こ
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

【

】
分
幣

12原
注
一
三
の
指
摘
す
る
よ
う
に

『
漢
書
』
食
貨
志
下
に
「
是
に
於
い
て
か
資
幣
を
量

、

、

、

（

、

、

）
」

、

り

軽
重
を
権
り

以
て
民
を
救
う

於
是
乎
量
資
幣

權
輕
重

以
救
民

と
あ
り

そ
の
顔
師
固
注
は
「
凡
そ
幣
と
言
う
者
は
、
皆
貨
物
を
通
じ
、
有
無
を
易
う
る
所
以
な

り
。
故
に
金
と
銭
と
皆
名
を
幣
と
為
す
な
り
（
凡
言
幣
者
、
皆
所
以
通
貨
物
、
易
有
無

也
。
故
金
之
與
錢
皆
名
爲
幣
也

」
な
ど
と
あ
る
。

）

【

】
吝
於
牛
馬

13「

」

「

」

、

『

』

「

」

「

」

字
は

吝

字
に
読
み

原
注
一
四
は

周
易

に
見
え
る

悔
吝

の

吝

と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
悔
吝
」
と
い
う
語
は

『
周
易
』
の
繋
辞
上
伝
に

、

「

、

」

、「

」

。「

」

悔
吝
者

憂
虞
之
象
也

と
あ
る
こ
と
か
ら

憂
う

と
訳
出
し
た

吝
於
牛
馬
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と
は
、
為
政
者
が
、
貧
富
の
差
の
せ
い
で
牛
馬
を
飼
え
る
民
と
飼
え
な
い
民
が
生
じ
る

の
で
は
な
い
か
と
憂
う
、
と
い
う
こ
と

『
大
学
』
伝
十
章
に
は
「
馬
乗
を
畜
う
は
、
鶏

。

豚
を
察
せ
ず
。
伐
冰
の
家
、
牛
羊
を
畜
わ
ず
（
畜
馬
乘
、
不
察
於
雞
豚
。
伐
冰
之
家
、

不
畜
牛
羊

」
と
あ
り
、
鄭
玄
は
『
礼
記
正
義
』
に
お
い
て
「
鶏
豚
・
牛
羊
は
、
民
の
畜

）

（

、

）」

養
し
て
以
て
財
利
と
為
す
所
の
者
な
り

雞
豚
・
牛
羊

民
之
所
畜
養
以
爲
財
利
者
也

と
注
す
る
。
ま
た

『
周
礼
』
地
官
司
徒
の
閭
師
に
は

「
国
中
及
び
四
郊
の
人
民
・
六

、

、

畜
の
数
を
掌
り
、
以
て
其
の
力
を
任
じ
、
以
て
其
の
政
令
を
待
ち
て
、
以
て
時
に
其
の

賦
を
徴
す
（
掌
國
中
及
四
郊
之
人
民
・
六
畜
之
數
、
以
任
其
力
、
以
待
其
政
令
、
以
時

徵
其
賦

」
と
、
そ
の
賈
公
彦
疏
に
は
「
六
畜
謂
馬
牛
羊
豕
犬
鷄
」
と
あ
り
、
牛
馬
は
民

）

の
資
産
と
し
て
国
家
に
よ
っ
て
数
が
把
握
さ
れ
て
い
た
。
論
者
は
以
上
の
記
述
を
根
拠

に

『
行
称
』
の
「
牛
馬
」
も
民
の
財
産
で
あ
る
牛
馬
を
指
し
て
お
り
、
家
計
が
貧
し
く

、
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
牛
馬
を
養
え
な
く
な
る
の
で
、
貧
富
の
差
が
「
吝
於
牛
馬
」
に
繋
が

る
と
考
え
た
。

【

】
攻
禘

14「
攻
」
は
日
食
な
ど
の
際
に
行
う
祭
で

『
周
礼
』
春
官
宗
伯
・
大
祝
に
「
六
祈
を
掌

、

り
て
以
て
鬼
神
示
を
同
じ
く
す
。
一
に
曰
く
類
、
二
に
曰
く
造
、
三
に
曰
く
禬
、
四
に

曰
く
禜
、
五
に
曰
く
攻
、
六
に
曰
く
説
（
掌
六
祈
以
同
鬼
神
示
。
一
曰
類
、
二
曰
造
、

三
曰
禬
、
四
曰
禜
、
五
曰
攻
、
六
曰
説

」
と
、
そ
の
鄭
玄
注
に
「
禬
禜
は
、
之
を
告
し

）

て
以
て
時
に
災
変
有
る
な
り
。
攻
説
は
、
則
ち
辞
を
以
て
之
を
責
む
。
禜
は
、
如
し
日

食
す
れ
ば
朱
絲
を
以
て
縈
社
し
、
攻
は
其
れ
鳴
鼓
然
た
る
が
如
し
（
禬
禜
、
告
之
以
時

有
災
變
也
。
攻
説
、
則
以
辭
責
之
。
禜
如
日
食
以
朱
絲
縈
社
、
攻
如
其
鳴
鼓
然

」
と
見

）

え
る

「
禘
」
は
王
者
が
祖
先
を
祭
る
大
祭
の
こ
と
で

『
礼
記
』
大
伝
に
「
礼
に
、
王

。

、

た
ら
ざ
れ
ば
禘
せ
ず
。
王
者
は
其
の
祖
の
自
り
て
出
づ
る
所
を
禘
し
、
其
の
祖
を
以
て

之
に
配
す

禮

不
王
不
禘

王
者
禘
其
祖
之
所
自
出

以
其
祖
配
之

と

鄭
玄
注
に

（

、

。

、

）
」

、

「
凡
そ
大
祭
を
禘
と
曰
う
。

大
祭
は
其
の
祖
先
の
由
り
て
生
ず
る
所
な
り
、
天
を

…
…

郊
祀
す
る
を
謂
う
な
り
（
凡
大
祭
曰
禘
。

大
祭
其
祖
先
所
由
生
、
謂
郊
祀
天
也

」

…
…

）

と
あ
る
。

【

】
五
種
不
登

15

「

」

「

」

、

。

原
注
一
五
に
よ
る
と

字
は

登

と
読
み

五
種
と
は
五
穀
の
こ
と
で
あ
る

「
五
種
」
は
『
荀
子
』
儒
効
に
「
高
下
を
相
、
墝
肥
を
視
、
五
種
を

序

る
も
、
君
子

み

つ

い

で

は
農
人
に
如
か
ず
（
相
高
下
、
視
墝
肥
、
序
五
種
、
君
子
不
如
農
人

」
と
あ
り
、
楊
倞

）

は
「
五
種
、
黍
・
稷
・
豆
・
麥
・
麻
」
と
注
す
る

『
孟
子
』
滕
文
公
上
に
は
「
五
穀
登

。

（

）
」

、

「

」

。

ら
ず

五
穀
不
登

と
あ
り

こ
れ
ら
に
従
っ
て

五
種
が
実
ら
な
い

と
解
釈
し
た

な
お
、
原
注
は
こ
の
句
が
清
華
簡
『
治
政
之
道
』
第
三
五
簡
に
見
え
る
こ
と
も
指
摘

す
る
が

そ
の
原
文
で
は

五

字
が
欠
け
て
お
り

整
理
者
が
文
脈
か
ら
補
っ
て

五

、

「

」

、

「

種
不
登
」
と
し
て
い
る
。
当
該
部
分
は
、
為
政
者
が
賢
者
を
登
用
せ
ず
、
宮
室
を
大
き

く
す
る
な
ど
の
贅
沢
ば
か
り
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
民
の
生
活
に
関
わ
る
土
木
工
事
を

行
わ
な
い
場
合
、
五
穀
が
実
ら
な
い
・
府
庫
が
満
た
さ
れ
な
い
・
武
器
が
整
わ
な
い
な

ど
と
い
う
よ
う
な
、
国
家
の
乱
れ
に
繋
が
る
と
さ
れ
て
い
る

。
土
木
工
事
を
行

（
注
５
）

う
こ
と
、
五
穀
・
府
庫
・
武
器
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は

『
行
称
』
で
も
言
及
さ
れ
て
お

、

り
、
こ
れ
ら
が
国
家
運
営
の
基
本
事
業
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

【

】
利
田
獵
・
馳
馬
・
畢
弋
・
土
功
之
事

16原
注
一
六
に
よ
る
と

「
縪

」
は
「
畢
弋

、
あ
る
い
は
「
罼
弋

「
畢
翳
」
な
ど

、

」

」
、

と
す
る
こ
と
が
で
き
、
狩
り
の
こ
と
を
指
す
。

『

』

「

、

（

、

国
語

斉
語
に
は

田
・
狩
・
畢
・
弋
し

国
政
を
聴
か
ず

田
・
狩
・
畢
・
弋

不
聽
國
政

」
と
、
そ
の
韋
昭
注
に
は
「
田
は
、
猟
な
り
。
狩
は
、
圍
守
し
て
禽
を
取
る

）

な
り
。
畢
は
雉
兎
を
掩
る
る
の
網
な
り
。
弋
は
、
繳
射
な
り
（
田
、
獵
也
。
狩
、
圍
守
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而
取
禽
也
。
畢
、
掩
雉
兎
之
網
也
。
弋
、
繳
射
也

」
と
あ
り
、
田
・
狩
・
畢
・
弋
は
区

）

別
さ
れ
て
い
る

「
田
獵
」
は
狩
猟
の
総
称
で
あ
り

「
畢
弋
」
は
網
を
使
う
射
猟
の
こ

。

、

と

「
馳
馬
」
は
『
孟
子
』
滕
文
公
上
に
「
吾
他
日
未
だ
嘗
て
学
問
せ
ず
、
馬
を
馳
せ
剣

。
を
試
み
る
を
好
む

吾
他
日
未
嘗
學
問

好
馳
馬
試
劍

と
見
え
る

土
功

は

春

（

、

）
」

。「

」

『

秋
左
氏
伝
』
僖
公
十
九
年
に
「
梁
伯
土
功
を
好
む
（
梁
伯
好
土
功

」
と
あ
る
。
い
ず
れ

）

も
軍
事
演
習
の
側
面
が
あ
る
。

【

】
吝
於
小
子
・
徒
衛
・
野
里
人

17原
注
一
七
に
よ
る
と

「

」
字
は
「
衛
」
字
に
読
み

「
徒
衛
」
の
語
は
『
春
秋
左

、

、

氏
伝
』
文
公
七
年
に
「
乃
ち
多
く
之
に
徒
衛
を
与
う
（
乃
多
與
之
徒
衛

」
と
あ
る
。
ま

）

た

「
埜

」
は
「
野
里
」
で
あ
る
。

、
小
子

は
様
々
な
意
味
で
伝
世
文
献
に
多
数
見
え
る
が

こ
こ
で
は

書

周
書
・

「

」

、

『

』

「

（

）
」

、

酒
誥
に

文
王
小
子
・
有
正
・
有
事
に
誥
教
す

文
王
誥
教
小
子
・
有
正
・
有
事

と

「

、

」

。

そ
の
孔
安
国
伝
に

小
子

民
之
子
孫
也

と
あ
る
の
に
従
っ
て
子
供
の
意
味
で
取
る

「
吝
於
小
子
・
徒
衛
・
野
里
人
」
と
は
、
軍
事
演
習
の
側
面
も
持
つ
狩
り
や
馳
馬
、
土

木
工
事
を
し
っ
か
り
と
行
わ
な
け
れ
ば
、
為
政
者
は
弱
い
子
供
や
国
の
最
前
線
で
戦
う

衛
兵
、
敵
軍
の
侵
入
に
脅
か
さ
れ
る
田
舎
の
人
々
の
こ
と
を
憂
う
、
と
い
う
こ
と
。

【

】
攝
兵
甲
、
修
府
庫

18原
注
一
八
に
よ
る
と

「

」
字
は
「
攝
」
字
で
読
み
、
秩
序
だ
っ
て
い
る
と
い
う

、

意
味

「

」
字
は
字
形
が
「
寳
」
字
に
似
て
お
り
、
た
だ
声
符
を
「
付
」
に
換
え
た

。

だ
け
で
あ
っ
て

「
府
」
の
異
体
字
で
あ
る
。

、

「
府
庫
」
は
、
文
書
や
貨
財
器
物
な
ど
を
入
れ
る
倉
の
こ
と
。
用
例
は
『
孟
子
』
梁

恵
王
下
に
「
而
れ
ど
も
君
の
倉
廩
実
ち
、
府
庫
充
つ
（
而
君
之
倉
廩
實
、
府
庫
充

」
と

）

あ
る
。

前
文
の
「
弔
労
」
も
こ
こ
と
同
じ
く
軍
事
関
係
の
内
容
で
あ
っ
た
が

「
弔
労
」
は
主

、

に
人
に
関
わ
る
こ
と
で
、
こ
の
「
綽
武
」
は
武
器
や
甲
冑
と
い
っ
た
物
に
関
わ
る
こ
と

で
あ
る
。

【

】
吝
貨
資
速
散
亡

19原
注
一
九
に
よ
る
と
、
㣤
は
「
散
」
と
同
じ
歯
部
元
部
に
属
す
る
と
し
、
読
み
替
え

『

』（

）

「

、

」

「

」

、

の
根
拠
に
郭
店
楚
簡

老
子

甲

第
二
五
簡

亓
幾
也

易
㣤
也

の

㣤

字
が

王
弼
本
で
は
「
散
」
字
に
な
っ
て
い
る
こ
と

『
管
子
』
宙
合
に
「
百
姓
養
わ
ざ
れ
ば
、

、

則
ち
衆
散
亡
す
（
百
姓
不
養
、
則
衆
散
亡

」
と
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
本
稿
も
こ
れ
に

）

従
う
。

【

】
伐
殺
刑
戮

20「
伐
殺
刑
戮
」
は
処
刑
す
る
こ
と

「
伐
殺
」
は
『
史
記
』
周
本
紀
に
「
四
年
、
鄭

。

虢
の
君
と
与
に
伐
ち
て
王
穨
を
殺
し
、
復
た
恵
王
を
入
る
（
四
年
、
鄭
與
虢
君
伐
殺
王

穨
、
復
入
惠
王

」
と
あ
る

「
殺
伐
」
で
あ
れ
ば
『
荘
子
』
譲
王
に
「
行
い
を
揚
げ
て

）

。

以
て
衆
を
説
ば
せ
、
殺
伐
し
て
以
て
利
を
要
む
（
揚
行
以
説
衆
、
殺
伐
以
要
利

」
と
あ

）

り
、
い
ず
れ
も
殺
す
こ
と
で
あ
る

「
刑
戮
」
の
用
例
は

『
論
語
』
公
冶
長
に
「
子
南

。

、

容
に
謂
う

『
邦
に
道
有
ら
ば
、
廃
れ
ず
。
邦
に
道
無
く
ん
ば
、
刑
戮
を
免
れ
ず

（
子

、

』

謂
南
容

『
邦
有
道
、
不
廢
。
邦
無
道
、
免
於
刑
戮

」
と
あ
る

『
淮
南
子
』
時
則
訓

、

』
）

。

に
は
「
刑
殺
し
て
赦
す
こ
と
無
し
（
刑
殺
無
赦

」
と
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え

「
伐
殺
」

）

、

と
「
刑
戮
」
と
を
同
じ
意
味
で
解
釈
し
た
。

【

】
四
正
之
月

21

、

『

』

「

（

）
」

原
注
二
〇
は

清
華
簡

筮
法

至
に
震
・
離
・
坎
・
兌
卦
を
指
す

四
正
之
刲

卦

と
い
う
言
葉
が
見
え
る
こ
と
、
同
書
の
卦
位
図
に
は
上
記
四
卦
を
四
方
位
へ
配
当
し
て
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い
る
だ
け
で
な
く
、
四
季
と
対
応
す
る
「
司
雷

「
司
樹

「
司
収

「
司
蔵
」
と
も
書
か

」

」

」

れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に

四
正
之
月

と
は

地
球
が
二
至
二
分
に
位
置
す
る
月

m

、「

」

、

（

o
n
th

）
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
本
稿
も
こ
の
説
に
従
う
。

【

】
月
而
離
參
以
合

22「
而
」
字
は
「
如
」
字
の
仮
借
と
考
え
て
「
も
し
」
と
読
み
、
仮
定
を
表
す

「
而
」

。

字
を
「
如
」
字
で
解
釈
す
る
例
は

『
詩
』
小
雅
・
都
人
士
に
「
彼
の
都
な
る
人
士
、
垂

、

帯
厲
の
而
し
（
彼
都
人
士
、
垂
帶
而
厲

」
と
あ
り
、
鄭
箋
は
「
而
も
亦
た
如
な
り
。

）

ご

と

而
厲
と
は
、
鞶
厲
の
如
き
な
り
（
而
亦
如
也
。
而
厲
、
如
鞶
厲
也

」
と
述
べ
る
。

）

原
注
二
一
に
よ
る
と

「
羅
」
字
は
「
離
」
字
と
読
む

『
詩
』
小
雅
・
漸
漸
之
石
に

、

。

「

、

（

、

）」

。

、

は

月
畢
に
離
り

滂
沱
せ
し
む

月
離
于
畢

俾
滂
沱
矣

な
ど
と
と
あ
る

ま
た

「
晶
」
字
は
「
参
」
字
と
読
み
、
二
十
八
宿
の
「
参
宿
」
を
指
す
。
こ
れ
は
太
陽
暦
と

恒
星
月
暦
の
両
方
を
用
い
て
お
り
、
こ
の
句
は
、
二
至
二
分
の
月
（m

o
n
th

）
に
月
（mo

o
n

）
が
参
宿
を
通
過
す
れ
ば
そ
の
日
を
合
日
と
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
本
稿
も

こ
れ
に
従
う
。

【

】
凡
稱
之
日
將
有
得
、

有
惡
、
將
又
有
喜

…
…

23原
注
二
三
に
よ
る
と
、
こ
の
段
落
は
称
日
に
行
っ
た
こ
と
の
効
果
が
増
え
て
い
く
こ

と
を
記
し
て
い
る
。

「
凡
稱
之
日
將
有
得
」
の
「
將
」
字
は
、
侯
瑞
華
氏
に
よ
る
と
衍
字
で
あ
る
。
氏
は

そ
の
根
拠
と
し
て
、
後
文
の
体
裁
が
全
て
「
有
Ｘ
、
將
或
有
Ｘ
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と

マ

マ

を
挙
げ
て
お
り

、
本
稿
も
そ
れ
に
従
っ
て
、
訓
読
・
訳
出
を
行
わ
な
か
っ
た
。

（
注
６
）

「

」
字
を
「
將
」
字
に
、

「

」
字
を
「
將
」
字
に

「

「

」
字
を
「
將
」
字
に

」
字
を
「
得
」
字
に
読
む
例
は
、
清
華
簡
『
金
縢
』

第
七
簡
お
よ
び
第
八
簡
に
そ
れ
ぞ
れ

將

不
利
於
需

孺

子

禍

「

（

）

（

）

（

第
七
簡
お
よ
び
第
八
簡
に
そ
れ
ぞ
れ

公
「

（

）

（

）

」
、「

「

（

）

（

）

（

）

人
乃
斯

（
得

」
と
あ
る

「

」
字
を
「
喪
」
字
に

）

。

、

人
乃
斯

（
得

」
と
あ
る

「

」
字
を
「
喪
」
字
に

「

」
字
を
「
喜
」
字
に
読

む
例
は
、
清
華
簡
『
殷
高
宗
問
於
三
壽
』
第
五
簡
お
よ
び
第
一
八
簡
に
そ
れ
ぞ
れ
「
亞

（
惡
）
非
（
必
）

（
喪

「

（
喜
）
神
而

（
憂
）
人
」
と
あ
る
。

）
」
、

「

」

、

「

」

、『

』

具
体
的
に
何
を

得

る

あ
る
い
は

喪

う
の
か
判
然
と
し
な
い
が

韓
非
子

有
度
の
「
故
に
得
失
を
審
ら
か
に
し
法
度
の
制
有
る
者
群
臣
の
上
に
加
う
れ
ば
、
則
ち

主
欺
く
に
詐
偽
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
（
故
審
得
失
有
法
度
之
制
者
加
以
群
臣
之
上
、
則

主
不
可
欺
以
詐
僞

」
に
見
え
る
「
得
失
」
に
値
す
る
言
葉
と
考
え
て
、
国
家
に
と
っ
て

）

の
利
益
と
損
失
と
解
釈
し
た
。

ま
た

「
喜
」
は
福

「
悪
」
は
禍
の
こ
と

「
喜
」
を
福
の
意
味
で
解
釈
す
る
例
は
、

、

、

。

国
語

魯
語
下
に

夫
れ
義
人
は

固
よ
り
其
の
喜
を
慶
し
て
其
の
憂
い
を
弔
す

夫

『

』

「

、

（

義
人
者
、
固
慶
其
喜
而
弔
其
憂

」
と
あ
り
、
韋
昭
は
「
喜
、
猶
福
也
」
と
注
す
る
。
ま

）

、「

」

、『

』

「

、

た

悪

を
禍
と
解
釈
す
る
用
例
は

淮
南
子

説
林
訓
に

之
を
救
わ
ん
と
欲
し

反
っ
て
悪
を
為
す
（
欲
救
之
、
反
爲
惡

」
と
あ
り
、
高
誘
が
「
惡
、
猶
害
也
」
と
注
し

）

て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
惡
」
は
、
第
四
簡
の
「
未
至
後
稱
之
日
而
有
惡
（
国
家
に
と
っ

、

て
悪
い
こ
と

」
と
同
義
で
あ
ろ
う
。

）

【

】
凡
廢
之
日
有
得
、

有
喜
、
將
又
有
惡

…
…

24原
注
二
四
に
よ
る
と
、
こ
の
段
落
は
廃
日
に
行
っ
た
こ
と
の
効
果
が
損
な
わ
れ
て
い

く
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

【

】
合
之
日
而
在
稱
而
有
得
、
比
三

25「
合
之
日
」
と
は
、
第
八
簡
の
「
四
正
之
月
、
月
而
離
參
以
合
」
か
ら
考
え
て
、
二

至
二
分
の
月
（mo

n
th

）
に
月
（m

o
on

）
が
参
宿
に
あ
る
日
の
こ
と
を
指
す
。

「

」

「

」

、

『

』

「

（

）

才

字
を

在

字
に
読
む
例
は

清
華
簡

子
産

第
五
簡
に

整
政
才

在

身
」
と
あ
る
。

「
合
之
日
」
と
「
在
稱
」
と
「
有
得
」
と
を
「
而
」
字
で
繋
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
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こ
の
三
つ
が
並
列
の
関
係
で
あ
る
と
解
釈
し
た

「
而
」
字
が
並
列
の
意
味
で
用
い
ら
れ

。

て
い
る
用
例
は

『
論
語
』
雍
也
に
「
子
曰
く

「
祝
鮀
の
佞
有
り
て
宋
朝
の
美
有
ら
ず

、

、

ん
ば
、
難
い
か
な
今
の
世
に
免
れ
ん
こ
と
」
と
（
子
曰

「
不
有
祝
鮀
之
佞
而
有
宋
朝
之

、

美
、
難
乎
免
於
今
之
世
矣

」
と
あ
る
。

」
）

以
上
よ
り

「
合
の
日
と
称
日
と
利
益
が
あ
る
こ
と

（
こ
の
）
三
つ
が
並
ぶ
」
と
訳

、

、

出
し
た
。
あ
る
い
は

「
合
の
日
と
称
日
と
利
益
が
あ
る
こ
と

（
こ
の
）
三
つ
が
並
ん

、

、

だ
ら

」
と
文
章
が
後
ろ
に
続
く
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
。
肝
心
の
第
一
一
簡
が
失

…
…

わ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
は
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
第
二
段
落
で
も
「
如
弗
爲

吝
■

於
五
種
不
登
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
墨
点
（
■
）
が
打
た
れ
て
い
て
も
文
章
が
続
く
こ

と
も
あ
り
、
こ
の
「
必
三
」
に
付
さ
れ
た
墨
点
も
、
句
点
と
い
う
よ
り
は
読
点
で
理
解

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

原
注
二
五
は
、
恒
星
月
（
月
の
公
転
周
期
）
で
は
ひ
と
月
が
約
二
七
．
三
日
、
朔
望

月
（
月
の
満
ち
欠
け
）
で
は
ひ
と
月
が
約
二
九
．
五
日
と
な
り
、
二
つ
の
暦
法
周
期
に

は
約
二
日
の
差
が
あ
る
た
め

「
合
日
」
は
一
定
の
確
率
で
「
称
日
」
と
重
な
り
合
う
と

、

し

「
三
」
は
「
三
倍
」
の
意
味
と
す
る
。
こ
の
上
で
、
称
日
に
利
益
を
得
て
、
さ
ら
に

、
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
再
び
合
日
と
な
っ
た
ら
、
そ
の
効
果
は
三
倍
に
な
る

と
解
釈
す
る
。
こ
こ
で
は
原
文
の
「
必
」
字
を
そ
の
ま
ま
「
必
ず
」
の
意
味
で
取
っ
て

い
る

整
理
者
で
あ
る
賈
連
翔
氏
は

原
注
と
は
別
に

行
称

病
方

解
読

清

。

、

、「
《

》《

》

」（
《

華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾

》
成
果
発
布
会
資
料
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
〇
日
）
に
お

）

い
て

「
合
之
日
而
在
稱
而
有
得
、
必
三
」
の
「
合
」
の
意
味
を
「
合
之
日
而
在
稱
」
か

、

合
日
可
与
称
日
重
合

合
、
称
重

ら
類
推
し
て
「

」
と
述
べ
た
り
、
こ
の
文
章
全
体
を
「

」
と
推
測
し
た
り
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
「
有
得
」
は
後
文
の

合
，
効
果
增
加
为
三
倍

「
必
三
」
に
か
か
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

「
在
稱
」
と

、

「
有
得
」
が
「
而
」
字
で
繋
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
「
得
」
と
「
必
」
の
間
に

墨
点
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
氏
の
文
章
の
区
切
り
方
に
は
や
や
疑
問
を
抱
く
。

『
病
方
』
概
説

三

こ
こ
ま
で
『
行
称
』
の
釈
読
を
行
っ
た
が
、
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
と
お

り
、
論
者
の
関
心
は
本
篇
が
簡
潔
な
処
方
集
で
あ
る
『
病
方
』
と
同
冊
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
考
察
す
る
前
に

『
病
方
』
の
概
要
に
つ
い

、

て

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
拾

』
の
整
理
者
（
賈
連
翔
氏
）
が
ま
と
め
た
書
誌
情

、

）

報
を
軸
に
、
ご
く
簡
略
に
述
べ
る
。
詳
細
は
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
病
方
』
は

『
行
称
』
と
合
わ
せ
た
完
全
形
の
竹
書
の
編
聯
状
況
か
ら
判
断
し
て
、

、

本
篇
は
最
多
で
も
三
枚
で
、
現
存
す
る
の
は
後
ろ
の
二
枚
（
第
一
三
簡
・
第
一
四
簡
）

で
あ
る
。
冒
頭
の
第
一
二
簡
は
完
全
に
佚
し
て
お
り
、
論
者
の
見
解
で
は
、
そ
こ
に
文

字
が
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
得
る
。
簡
文
は
三
三
字
残
存
し
て
お
り
、

病
方
を
三
種
記
し
て
い
る
。
初
め
の
二
種
は
酒
剤
で
、
内
服
し

「
肩
背
疾
」
と
「
慹
」

、

と
い
う
病
に
効
く
と
さ
れ
る
。
最
後
の
一
種
は
湯
剤
で
、
外
用
し

「
目
疾
」
と
い
う
病

、

に
効
く
と
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
肩
背
疾
」
は
す
で
に
楚
地
で
出
土
し
た
卜
筮
祭
祷
簡

に
も
あ
り
、
当
時
よ
く
見
ら
れ
て
い
た
病
気
の
種
類
で
あ
ろ
う
。
過
去
に
発
見
さ
れ
た

周
家
台
秦
墓
『
病
方
』
や
北
大
秦
簡
『
医
方
雑
抄

、
お
よ
び
馬
王
堆
帛
書
『
五
十
二
病

』

方

、
阜
陽
漢
簡
『
万
物

、
老
官
山
漢
簡
『
六
十
病
方

、
北
大
蔵
漢
代
医
簡
な
ど
に
比

』

』

』

べ
、
本
篇
に
記
さ
れ
た
病
方
の
薬
物
構
成
は
比
較
的
単
純
で
、
対
応
す
る
疾
病
も
た
だ

簡
潔
に
そ
の
病
名
を
記
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
書
写
年
代
は
最
も
早

く
、
中
国
医
薬
学
史
研
究
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
価
値
を
有
す
る
。
簡
文
に
記
さ
れ

て
い
る
薬
材
の
多
く
は
識
別
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
馬
王
堆
帛
書
『
五
十
二
病
方
』

「

」

、

。

の
言
う

荊
名

す
な
わ
ち
荊
州
で
用
い
ら
れ
て
い
た
名
称
の
可
能
性
が
あ
る

（

）

注
７
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四

『
行
称

『
病
方
』
が
同
冊
で
あ
る
意
義

』

第
二
章
・
第
三
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
お
り
、
時
令
説
系
の
文
献
と
言
え
る
『
行

称
』
は

『
病
方
』
と
内
容
が
全
く
異
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
同
冊

、

に
筆
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
文
献
は
、
別
人
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

次
序
編
号
の
順
番
か
ら
考
え
て
『
行
称
』

『
病
方
』
の
順
で
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ

→

る
が
、
そ
れ
で
は
、
二
つ
の
篇
が
一
冊
に
収
め
ら
れ
た
理
由
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
の
章
で
は
、
こ
の
点
に
焦
点
を
絞
り
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
篇
が
同
冊
に
な
っ
て
い
る
理
由
で
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は

『
行
称
』
の
後
ろ
に
空

、

白
簡
が
続
い
て
い
た
た
め
、
単
に
そ
れ
を
活
用
す
る
目
的
で
『
病
方
』
が
加
え
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
竹
簡
の
文
字
の
間
隔
を
見
る
と
、
ち
ょ
う
ど
編
縄
痕
を
避
け
る

よ
う
に
文
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、
先
に
竹
簡
を
編
ん
で
か
ら
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
想
像

で
き
る
。
こ
の
場
合
、
両
篇
と
も
メ
モ
書
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

書
物
の
篇
次
の
ま
と
め
方
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
余
嘉
錫
が
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
秦
漢
の
書
物
の
多
く
は
、
分
か
れ
て
い
た
文
章
を
集
め
て
で
き
た
雑

著
で
あ
り
、
当
初
か
ら
確
か
な
定
本
は
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
単
篇
で
あ
っ
た
文
章
の

ま
と
め
方
は
一
定
で
は
な
く
、
概
ね
三
パ
タ
ー
ン
、
す
な
わ
ち
①
「
本
来
は
単
篇
で
あ

っ
た
も
の
が
、
後
人
に
よ
っ
て
書
物
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
後
に
な
っ
て
そ
の

書
物
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
単
行
し
た
」
パ
タ
ー
ン
、
②
「
も
と
も
と
数
篇
で
単
行
し
て

い
た
も
の
が
、
後
に
一
つ
の
書
物
に
ま
と
め
ら
れ
な
が
ら
、
単
行
書
も
廃
れ
ず
に
並
存

し
て
い
た
」
パ
タ
ー
ン
、
③
「
本
来
は
ま
と
ま
っ
た
書
物
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
人
に

よ
っ
て
一
部
が
取
り
出
さ
れ
、
暗
誦
に
利
用
さ
れ
た

パ
タ
ー
ン
に
分
け
る
こ
と

」（
注
８
）

が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
余
嘉
錫
は
③
の
パ
タ
ー
ン
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
、
簡
帛
は

か
さ
ば
る
上
に
書
写
す
る
の
も
面
倒
で
あ
っ
た
た
め
、
何
ら
か
の
理
由
で
一
篇
の
み
を

読
む
場
合
は
、
そ
の
篇
だ
け
を
書
き
写
し
て
読
ん
だ
こ
と
を
指
摘
す
る

。
読
む

（
注
９
）

た
め
に
暫
定
的
に
抜
き
書
き
す
る
と
い
う
こ
の
筆
写
態
度
は

『
行
称

『
病
方
』
に
も

、

』

当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
筆
写
者
は
強
い
編
纂
意
図
を
持
っ
て
両
篇
を
「
ま
と
め

た
」
の
で
は
な
く
、
自
身
の
記
録
・
読
書
の
便
の
た
め
に
、
空
白
簡
に
メ
モ
書
き
的
に

書
写
し
た
結
果

「
ま
と
ま
っ
た
」
可
能
性
も
否
め
な
い
。

、

複
数
の
篇
が
同
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
例
は

『
行
称

『
病
方
』
以
外
の
出
土
資
料

、

』

に
も
散
見
さ
れ
る

例
え
ば

上
博
楚
簡

挙
治
王
天
下

は

古
公
見
太
公
望

文

。

、

『

』

、「

」「

公
訪
之
於
尚
父
舉
治

「
堯
王
天
下

「
舜
王
天
下

「
禹
王
天
下
」
の
五
篇
で
構
成
さ
れ

」

」

」

て
い
る
が
、
湯
浅
邦
弘
氏
は
こ
の
構
成
に
つ
い
て

「
筆
写
元
の
テ
キ
ス
ト
が
、
そ
も
そ

、

も
こ
の
五
篇
で
完
結
し
、
か
つ
こ
の
よ
う
な
配
列
に
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
疑
問
も
残
る

と
述
べ
る
。
も
し
各
篇
を
寄
せ
集
め
た
の
だ
と
し
た
ら
、
こ

。
」（
注

）
10

れ
も
読
書
の
利
便
性
を
上
げ
る
た
め
に
抜
き
書
き
し
た
結
果

「
ま
と
ま
っ
た
」
文
献
で

、

あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
湯
浅
氏
は
上
記
の
可
能
性
の
他
、
筆
写
者
が
二
つ
以
上
の
筆
写
元
か
ら
意

図
的
に
書
写
し
た
可
能
性
も
指
摘
し
、
右
の
五
篇
に
強
い
連
続
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と

は
言
え
、
い
ず
れ
も
君
臣
問
答
で
あ
る
と
い
う
点
や
王
政
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
と
い

う
点
は
共
通
す
る
と
述
べ
る

。
こ
の
共
通
点
が
筆
写
者
の
意
識
の
中
に
も
あ
っ

（
注

）
11

、『

』

「

」

。

た
と
す
れ
ば

挙
治
王
天
下

は
各
篇
を

ま
と
め
た

文
献
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

そ
し
て
、
こ
の
編
纂
意
識
は

『
行
称

『
病
方
』
に
も
十
分
通
じ
う
る
の
で
は
な
い
だ

、

』

ろ
う
か
。
つ
ま
り

『
行
称
』
と
『
病
方
』
と
が
当
時
の
人
々
か
ら
見
れ
ば
お
お
よ
そ
同

、

じ
分
野
の
文
献
で
あ
り
、
同
類
の
文
献
は
一
冊
に
ま
と
め
る
と
い
う
意
識
が
働
い
た
結

果

こ
の
よ
う
な
文
献
の
収
録
状
態
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

行

、

。『

称
』
は
、
月
の
運
行
と
暦
、
日
選
び
と
い
っ
た
天
文
と
占
い
に
関
わ
る
内
容
で
あ
り
、

専
門
的
知
識
を
有
し
て
い
た
人
物
が
底
本
（
あ
る
い
は
口
承
す
る
原
案
）
を
作
成
し
た

。

、

『

』

と
思
わ
れ
る

こ
れ
は

整
理
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
各
地
で
出
土
し
た

日
書

に
も
近
い
こ
と
か
ら
、
試
み
に
『
漢
書
』
芸
文
志
の
書
籍
分
類
に
当
て
は
め
る
と
、
数
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「

」

。

、『

』

術
略
の

五
行

の
要
素
が
混
ざ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

大
野
裕
司
氏
は

日
書

を

『
漢
書
』
芸
文
志
の
「
五
行
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
『
鍾
律
叢
辰
日
苑
』
な
ど
の
択

、

「

」

、

日
・
式
占
・
災
異
に
関
す
る
著
作
に
類
す
る
と
し
て

五
行

に
分
類
し
て
お
り
（

）

注
12

ま
た

「
五
行
」
に
は
『
陰
陽
五
行
時
令
』
と
題
す
る
時
令
説
系
と
思
し
き
文
献
も
含
ま

、

れ
て
い
て

『
行
称
』
の
文
献
的
特
徴
に
合
致
す
る
。
ま
た

『
病
方
』
も
同
じ
く
医
学

、

、

、

、『

』

的
知
識
を
持
つ
人
物
が
底
本
を
筆
写

あ
る
い
は
聞
き
書
き
し
た
と
考
え
ら
れ

漢
書

芸
文
志
で
言
う
と
「
病
方
」
を
多
数
記
載
す
る
方
技
略
の
「
経
方
」
に
分
類
で
き
る
。

、

『

』

、

こ
こ
で

出
土
資
料
を

漢
書

芸
文
志
に
当
て
は
め
て
分
類
す
る
こ
と
に
つ
い
て

注
記
し
て
お
き
た
い
。
現
存
す
る
文
献
の
中
で
「
術
数
（
数
術

」
と
い
う
言
葉
を
数
理

）

哲
学
の
意
味
で
初
め
て
用
い
た
の
は
『
漢
書
』
芸
文
志
で
あ
り
、
こ
れ
は
秦
始
皇
帝
が

焚
書
坑
儒
を
行
っ
た
際
の

去
ら
ざ
る
所
の
者
は

医
薬
・
卜
筮
・
種
樹
の
書
な
り

所

「

、

（

不
去
者
、
醫
藥
・
卜
筮
・
種
樹
之
書

」
と
い
う
分
類
を
受
け
た
も
の
に
す
ぎ
な
い

）

。
今
、
問
題
に
し
て
い
る
戦
国
時
代
中
期
の
清
華
簡
は
、
当
然
こ
の
分
類
で
理

（
注

）
13

解
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
術
数
が
方
技
を
ど
こ
ま
で
含
む
か
と
い
う
問
題

は
、
多
く
の
先
行
研
究
で
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
大
野
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
そ
れ

ら
の
ほ
と
ん
ど
は
議
論
の
対
象
を
『
漢
書
』
芸
文
志
の
成
立
し
た
後
漢
以
降
と
し
、
出

土
術
数
文
献
と
は
時
代
が
合
わ
な
い
た
め
に
議
論
が
か
み
合
わ
な
い

。
た
だ
、

（
注

）
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芸
文
志
は
現
存
最
古
の
書
籍
目
録
で
あ
り

か
つ
そ
の
元
と
な
っ
た
前
漢
・
劉
向
の

別

、

『

録
』
と
劉
歆
の
『
七
略
』
は
、
前
漢
以
前
の
古
代
の
書
物
に
対
す
る
当
時
の
人
々
の
見

、

『

』『

』

方
を
も
一
部
反
映
し
て
い
る
た
め

戦
国
時
代
に
筆
写
さ
れ
た

行
称

病
方

（

）

注
15

の
文
献
的
特
徴
や
書
籍
分
類
を
考
え
る
際
に
は
一
助
と
な
ろ
う
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
も

『
漢
書
』
以
前
の
出
土
資
料
も
芸
文
志
の
書
籍
分
類
で
表
す
こ
と
と
す
る
。

話
を
本
題
に
戻
す
と

『
行
称

『
病
方
』
の
よ
う
に
、
内
容
の
完
全
に
異
な
る
篇
が

、

』

同
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
例
に
は
、
同
じ
清
華
簡
の
『
良
臣
』
と
『
祝
辞
』
が
挙
げ

ら
れ
る

『
良
臣
』
は
史
伝
の
類

『
祝
辞
』
は
祭
祀
に
関
連
す
る
内
容
と
、
全
く
異
な

。

、

る
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
書
法
で
一
編
の
竹
書
に
筆
写
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
と

も
に
史
官
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

。
先
に
挙
げ

（
注

）
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た
『
挙
治
王
天
下
』
よ
り
も
、
こ
の
二
篇
の
内
容
自
体
の
結
び
つ
き
は
さ
ら
に
弱
い
も

の
の
、
共
通
点
が
見
出
せ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
同
じ
よ
う
に
各
篇
の
内
容
に
繋
が
り

が
な
い
よ
う
に
見
え
る
『
行
称

『
病
方
』
も
、
筆
写
者
の
一
冊
に
ま
と
め
よ
う
と
い
う

』

意
思
に
基
づ
い
て
書
写
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
得
よ
う
。
た
だ
し

『
行
称

『
病
方
』

、

』

、

、

。『

』

の
場
合

先
述
の
と
お
り

筆
写
者
が
異
な
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る

行
称

『
病
方
』
の
筆
写
時
期
に
ど
れ
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
ど
ち

ら
も
専
門
性
が
高
く
、
知
識
の
習
得
の
た
め
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
同
じ
で

あ
る
。
思
う
に
、
こ
の
専
門
性
に
対
す
る
当
時
の
人
々
の
認
識
が
、
一
冊
に
二
篇
を
ま

と
め
た
こ
と
に
直
結
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

「
術
数

「
方
術
」
の
意
味
か
ら
考
え
る
『
行
称

『
病
方
』
の
関
係

」

』

さ
て
、
前
章
で
『
行
称

『
病
方
』
は
芸
文
志
の
数
術
略
に
属
す
る
と
述
べ
た
が
、
こ

』

の
術
数
（
数
術
）
と
い
う
言
葉
は
、
時
代
に
よ
っ
て
示
す
意
味
と
範
囲
が
異
な
る
。

、「

」

『

』

「

、

ま
ず
先
秦
の
文
献
に
お
い
て

術

は

孟
子

公
孫
丑
上
の

巫
匠
も
亦
た
然
り

故
に
術
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り

巫
匠
亦
然

故
術
不
可
不
慎
也

の
よ
う
に

技

（

、

）
」

「

術
」
と
い
う
意
味
や

『
荀
子
』
修
身
の
「
治
氣
養
心
之
術
」
と
い
う
よ
う
に
「
方
法
」

、

と
い
う
意
味
で
専
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

「
数
」
は
馬
場
理
惠
子
氏
の
述
べ
る
と

、

お
り
、
経
書
で
は
計
数
・
暦
数
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
で
は

「
術
数
」
は
ど
う

、

か
と
言
う
と
、
こ
れ
も
芸
文
志
に
あ
る
数
の
合
理
性
を
表
す
言
葉
で
は
な
く
、
国
家
統

治
の
術
（
す
べ
、
方
法
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
用
例
は

『
韓
非
子
』
姦
劫
弑
臣

、

に
「
然
ら
ば
則
ち
術
数
有
る
者
は
之
を
人
の
為
に
す
る
な
り
（
然
則
有
術
數
者
之
爲
人

也

」
と
あ
る

「
術
」
の
つ
く
熟
語
に
は
「
術
数
」
の
他

「
方
術

「
道
術
」

）

。

、

」

（
注

）
17
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も
あ
る
が

「
方
術
」
は
『
荀
子
』
堯
問
の
「
方
術
用
い
ら
れ
ず
、
人
の
疑
う
所
と
為
す

、

（

、

）
」

、「

」

「

」

方
術
不
用

爲
人
所
疑

と
い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り

方

と

術

が
同
義
と
考
え
ら
れ
て
、
や
は
り
「
方
策
・
方
法
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
し

「
道
術
」

、

『

』

「

、

（

、

は

墨
子

非
命
下
に

今
賢
良
の
人
は

尊
賢
に
し
て
道
術
を
好
む

今
賢
良
之
人

尊
賢
而
好
功
道
術

」
と
あ
る
よ
う
に

「
学
問
・
学
芸
」
の
意
味
で
使
わ
れ
た
り

『
荘

）

、

、

子
』
大
宗
師
の
「
故
に
曰
く
、
魚
は
江
湖
に
相
い
忘
る
、
人
は
道
術
に
相
い
忘
る
（
故

曰
、
魚
相
忘
乎
江
湖
、
人
相
忘
乎
道
術

」
の
よ
う
に

「
道
」
と
「
術
」
が
同
義
と
見

）

、

な
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
先
秦
の
「
術
数

「
方
術

「
道
術
」
は
い
ず
れ
も
、
芸
文
志
の
言
う

」

」

術
数
が
数
理
哲
学
を
明
確
に
表
す
言
葉
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り

「
技
術

「
方
法
・

、

」

」「

」

、

。

、「

」

す
べ

み
ち

と
い
っ
た

よ
り
素
朴
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た

特
に

方
術

と
い
う
語
は
、
後
の
時
代
に
お
い
て
不
老
長
生
や
医
学
関
連
の
技
や
知
識
で
あ
る
「
方

技
」
と
占
い
や
数
の
論
理
で
あ
る
「
術
数
」
と
の
併
称
と
し
て
も
使
わ
れ
る
が
、
先
秦

に
お
い
て
は
、
ま
だ
数
の
論
理
や
医
学
的
知
識
と
い
う
特
定
の
思
想
領
域
を
指
す
意
味

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と

『
行
称

『
病
方
』
が
同
冊
に
ま
と

、

』

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
一
見
、
方
技
と
術
数
を
合
わ
せ
た
方
術
と
い
う
思
想
分

類
が
そ
の
当
時
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が

「
術
数
」
や

、

「
方
術
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
の
先
秦
に
お
け
る
用
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
細
分
化
さ
れ

た
別
の
思
想
領
域
に
属
す
る
文
献
を
合
わ
せ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
細
分
化
さ
れ
る

前
の
一
層
素
朴
な
「
技
術

「
方
法
」
と
い
う
捉
え
方
に
よ
っ
て
同
冊
と
さ
れ
た
こ
と
が

」

推
測
さ
れ
る
。

数
理
哲
学
の
意
味
で
術
数
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
用
い
ら
れ
た
の
は
『
漢
書
』
で
あ

る
が
、
そ
の
楼
護
伝
に
は
「
楼
護
、
字
は
君
卿
、
斉
人
な
り
。
父
は
世
よ
医
な
り
、
護

少
く
し
て
父
に
随
い
医
を
長
安
に
為
め
、
貴
戚
の
家
に
出
入
す
。
護

医
経
・
本
草
・
方

お

さ

術
数
十
万
言
を
誦
す
（
樓
護
字
君
卿
、
齊
人
。
父
世
醫
也
、
護
少
隨
父
爲
醫
長
安
、
出

入
貴
戚
家
。
護
誦
醫
經
・
本
草
・
方
術
數
十
萬
言

」
と

「
方
術
」
と
い
う
言
葉
も
出

）

、

て
く
る
。
医
者
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
楼
護
が
医
経
の
他
に
本
草
と
方
術
の
書
も
学
ん

だ
の
は
、
大
形
徹
氏
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
本
草
も
方
術
も
当
時
の
治
療
に

役
立
つ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

、
こ
こ
で
の
「
方
術
」
の
意
味
は
、
専
ら
不

（
注

）
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老
長
生
の
実
現
に
向
け
た
神
仙
術
で
あ
り
、
方
技
と
術
数
と
の
併
称
と
は
考
え
が
た
い

。

（
注

）
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、

『

』

、

、

し
か
し

後
の

後
漢
書

に
は
方
術
伝
が
立
て
ら
れ

そ
こ
に
は
占
星
術
・
望
気

医
術
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
術
者
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
川
原
秀
城
氏
は
こ
の
術
数
と

方
技
を
併
せ
て
方
術
と
呼
べ
る
理
由
を

「
術
数
が
精
密
科
学
の
暦
数
と
超
自
然
的
な
占

、、

（

）

術
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に

方
技
も
経
験
科
学
の
医
薬
学

医
経
・
経
方

と
オ
カ
ル
ト
的
な
神
秘
術
（
房
中
・
神
仙
）
か
ら
な
り
、
構
造
を
等
し
く
し
て
い
る
」

と
述
べ
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
術
数
は
数
の
論
理
を
根
幹
に
置
い
て
未
来
を
問
題

（
注

）
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と
す
る
一
方
、
方
技
は
人
体
に
関
わ
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
集
合
体
で
あ
り
現
時
点
で
の
状

、

。

況
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
っ
て

そ
の
内
容
は
相
容
れ
な
い
と
も
主
張
す
る
（

）

注
21

こ
の
説
に
は
基
本
的
に
は
賛
同
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
の
主
軸
が
未
来
に
据
え
ら

れ
て
い
る
の
か
現
在
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
基
準
で
術
数
と
方
技
を
き
れ
い

に
線
引
き
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
も
思
わ
れ
る

『
黄
帝
内
経
素
問
』
四
気
調
神
大
論
に

。

は

「
是
の
故
に
聖
人
は
已
病
を
治
さ
ず
し
て
、
未
病
を
治
す
。
已
乱
を
治
さ
ず
し
て
、

、
未
乱
を
治
す
と
は
、
此
れ
之
を
謂
う
な
り
。
夫
れ
病
已
に
成
り
て
後
に
之
を
薬
し
、
乱

已
に
成
り
て
後
に
之
を
治
す
る
は
、
譬
え
て
猶
お
渇
き
て
井
を
穿
ち
、
闘
し
て
錐
を
鋳

す
る
が
ご
と
し
、
亦
た
晩
か
ら
ず
や
（
是
故
聖
人
不
治
已
病
、
治
未
病
。
不
治
已
亂
、

治
未
亂
、
此
之
謂
也
。
夫
病
已
成
而
後
藥
之
、
亂
已
成
而
後
治
之
、
譬
猶
渴
而
穿
井
、

鬭
而
鑄
錐
、
不
亦
晚
乎

」
と
あ
り
、
ま
だ
発
病
に
至
っ
て
い
な
い
「
未
病
」
の
段
階
で

）

今
後
起
こ
り
得
る
で
あ
ろ
う
身
体
の
変
化
を
予
見
し
、
事
前
に
治
療
を
行
え
る
者
が
尊

。

。

、

ば
れ
て
い
る

こ
れ
は
未
来
を
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る

も
ち
ろ
ん
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結
局
身
体
に
働
き
か
け
る
の
は
現
時
点
の
段
階
で
し
か
成
し
得
ず
、
治
療
段
階
で
こ
れ

か
ら
発
症
す
る
予
定
で
あ
っ
た
病
を
封
じ
込
め
て
い
る
た
め
、
行
動
の
軸
は
未
来
で
は

な
く
現
在
に
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
治
療
の
前
段
階
で
は
未
来
へ
も
視
線

が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
医
学
の
時
間
軸
に
は
現
在
と
未
来
と
が
混
ざ
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
病
の
治
療
だ
け
で
な
く
、
不
老
長
生
を
目
指
し
て
術
の
実
践
を
重
ね
る
房
中
・

神
仙
術
に
も
当
て
は
ま
ろ
う
。

た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
術
数
と
方
技
の
知
的
構
造
が
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
川
原
氏
の
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
史
記
』

の
焚
書
坑
儒
に
関
す
る
記
述
や

『
漢
書
』
芸
文
志
の
書
籍
分
類
に
お
い
て

「
医
薬
」

、

、

と
「
卜
筮

「
数
術
」
と
「
方
技
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

」
、

る
。
ま
た

『
後
漢
書
』
方
術
伝
の
人
物
を
見
る
と

「
方
術
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
術

、

、

数
を
得
意
と
す
る
人
物
と
方
技
を
得
意
と
す
る
人
物
と
を
何
の
規
則
性
も
な
く
や
み
く

も
に
列
挙
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
ま
ず
占
術
な
ど
に
よ
る
予
言
を
得
意

と
す
る
人
物
が
時
代
順
に
挙
が
っ
た
後
、
時
代
を
逆
戻
り
し
て
再
び
古
い
順
に
医
術
を

得
意
と
し
た
人
物
が
並
ん
で
お
り
、
明
ら
か
に
占
術
と
医
術
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る

。
た
だ

『
後
漢
書
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
方
術
」
と
い
う
併
称
か
ら
、
術
数

（
注

）

、
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と
方
技
と
の
間
に
共
通
項
を
見
出
す
な
ら
ば
、
経
験
に
基
づ
く
専
門
的
行
為
で
あ
る
技

術
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

『
漢
書
』
芸
文
志
の
数
術
略
と
方

。

技
略
の
説
明
を
見
る
と
、
そ
の
時
点
で
そ
れ
ぞ
れ
「
数
術
は
、
皆
明
堂
・
羲
和
・
史
卜

の
職
な
り
（
數
術
者
、
皆
明
堂
・
羲
和
・
史
卜
之
職
也

「
方
技
は
、
皆
生
生
の
具
、

）
」

王
官
の
一
守
な
り
（
方
技
者
、
皆
生
生
之
具
、
王
官
之
一
守
也

」
と
記
さ
れ
、
王
朝
を

）

支
え
る
「
専
門
技
術
者

と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
術
数
と
方
技
の
共

」（
注

）
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通
点
と
言
え
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
改
め
て
『
行
称

『
病
方
』
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
説

』

明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
行
称
』
と
『
病
方
』
が
同
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
両
篇
と
も
先

秦
文
献
の
言
う
「
術
」
つ
ま
り
技
術
の
書
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
別

人
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら

『
行
称
』
の
み
が
書
か
れ
た
竹
簡
を
手
に
入
れ

、

た
人
物
が
、
自
ら
『
病
方
』
を
加
筆
し
た
こ
と
（
こ
の
場
合
、
両
篇
の
筆
写
時
期
に
は

）
、

『

』

、

あ
る
程
度
隔
た
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

あ
る
い
は
術
数
の
専
門
家
が

行
称

を

医
学
の
専
門
家
が
『
病
方
』
を
担
当
し
た
共
著
で
あ
る
こ
と
（
こ
の
場
合
、
筆
写
時
期

は
ほ
ぼ
同
時
の
可
能
性
も
あ
る
）
が
想
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

『
行
称
』
と
『
病

、

方
』
は
術
数
や
方
技
の
根
幹
を
成
す
実
用
書
・
技
術
書
と
い
う
共
通
点
で
も
っ
て
当
時

の
人
々
に
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
篇
は
、
漢
代
に

至
っ
て
思
想
の
領
域
が
細
か
く
分
類
さ
れ
、
境
界
線
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

以
前
に
、
思
想
・
知
識
が
よ
り
緩
や
か
な
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る

一
例
と
言
え
よ
う
。

六

医
学
関
連
文
献
に
お
け
る
術
数
と
方
技
の
関
係

術
数
と
方
技
は
知
的
構
造
が
異
な
り
、
方
技
の
本
質
が
数
の
論
理
で
は
な
い
と
は
言

、

。

、

え

術
数
的
思
考
は
も
ち
ろ
ん
方
技
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る

最
後
に

（

）

注
24

そ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
資
料
を
提
示
し

『
行
称

『
病
方
』
の
関
係
性

、

』

を
よ
り
明
確
に
し
た
い
。

術
数
を
代
表
す
る
数
の
論
理
や
占
い
の
要
素
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
医
学
関
連

文
献
に
は
、
馬
王
堆
帛
書
『
胎
産
書
』
が
あ
る
。
帛
書
が
出
土
し
た
中
国
湖
南
省
長
沙

市
の
馬
王
堆
三
号
漢
墓
か
ら
は
、
埋
葬
年
月
日
を
記
し
た
木
牘
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
る
と
埋
葬
年
代
は
紀
元
前
一
六
八
年
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
帛
書
の
書
写
年

代
は
そ
れ
以
前
と
考
え
ら
れ
て
い
る

。

（
注

）
25

『
胎
産
書
』
は
、
胎
児
の
月
ご
と
の
成
長
や
胞
衣
の
処
理
な
ど
に
関
す
る
文
献
で
あ
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り
、
文
章
と
図
の
二
つ
か
ら
成
る
。
文
章
の
内
容
を
見
る
と
、
妊
婦
の
食
事
で
気
を
つ

け
る
点
を
記
す
部
分

か
ら
は
、
妊
婦
と
胎
児
の
身
体
に
直
接
関
わ
る
医
学
的
な

（
注

）
26

知
見
を
読
み
取
れ
る
が
、
男
の
子
ば
か
り
を
生
み
、
次
に
女
の
子
が
欲
し
い
場
合
は
胞

衣
を
日
陰
の
垣
根
の
下
に
埋
め
る
と
良
い

と
い
っ
た
、
呪
術
的
な
内
容
も
多
数

（
注

）
27

含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
図
に
は
二
種
類
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
術
数
的
な
思
考
を
色
濃

く
映
し
出
し
て
い
る
。
以
下
、
大
形
徹
『
胎
産
書
・
雑
禁
方
・
天
下
至
道
談
・
合
陰
陽

方
・
十
問

（
馬
王
堆
出
土
文
献
訳
注
叢
書
、
東
方
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
一
八
～
三
六

』

頁
）
の
解
説
に
基
づ
き
、
そ
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
。

ま
ず
「
禹
蔵
図

（
図
２
）
は
、
ひ
と
月
ご
と
に
胞
衣
を
埋
め
る
方
角
と
そ
こ
に
埋
め

」

た
場
合
の
子
供
の
寿
命
を
表
す
占
い
用
の
図
で
あ
る
。
胞
衣
を
埋
め
る
方
角
は
ひ
と
月

に
つ
き
一
二
あ
り
、
こ
れ
は
十
二
支
と
対
応
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
一
二
の
方
角
に
は

二
〇
、
三
〇
、
四
〇

と
言
っ
た
寿
命
を
表
す
数
字
が
一
〇
種
類
と
二
つ
の
「
死
」

…
…

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
死
」
は
『
淮
南
子
』
天
文
訓
で
い
う
「
大
時
」
と
「
小

時
」
で
あ
り

「
死
」
と
結
び
付
く
不
吉
な
方
角
と
考
え
ら
れ
た
。
月
ご
と
に
寿
命
お
よ

、

び
「
死
」
は
異
な
る
方
角
に
配
当
さ
れ
る
が
、
特
に
「
死
」
は
、
大
時
と
小
時
が
天
の

運
行
に
合
わ
せ
て
規
則
正
し
く
移
動
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
移
動
に
規
則
性
が

見
ら
れ
る
。
禹
蔵
図
は
、
宇
宙
原
理
と
子
供
の
寿
命
を
知
る
た
め
の
占
い
、
と
い
う
二

つ
の
要
素
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

次
に
「
人
字
図

（
図
３
）
は
、
身
体
の
部
位
に
十
二
支
が
配
当
さ
れ
た
二
体
の
人
体

」

図
で
、
そ
れ
ぞ
れ
春
夏
と
秋
冬
と
い
う
二
つ
の
時
期
と
対
応
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
春

の
卯
の
日
に
子
供
が
生
ま
れ
る
と
、
そ
の
運
勢
は
春
の
卯
が
配
当
さ
れ
る
「
頭
」
と
な

る
。
こ
の
図
に
は
説
明
文
が
併
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
運
勢
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
同
様
の
図
が
見
え
る
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
甲
種

の
説
明
文
を
借
り
て
解
釈
す
る
と
、
こ
の
子
供
は
誰
よ
り
も
富
む

。
時
期
に
よ

（
注

）
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っ
て
身
体
の
部
位
に
当
て
ら
れ
る
十
二
支
が
変
化
す
る
の
が
、
医
書
や
術
数
書
に
見
え

る
「
人
神

、
つ
ま
り
人
の
霊
魂
（
精
神
）
が
身
体
を
周
遊
す
る
と
い
う
考
え
方
と
似
て

」

い
る
こ
と
は
、
す
で
に
大
形
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

。
例
え
ば
、
唐
・

（
注

）
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王
燾
撰
『
外
台
秘
要
方
』
巻
三
九
で
は

「
十
干
人
神
所
在
法
。
甲
日
頭
に
在
り
。
乙
日

、

頂
に
在
り
。
丙
日
肩
臂
に
在
り
。
丁
日
は
胸
脇
。
戊
日
腹
及
び
頷
頸
に
在
り
。
巳
日
背

。

。

（

。

に
在
り

庚
日
膝
及
び
髀
腰
に
在
り

辛
日
脾
及
び
心
肺
に
在
り

十
干
人
神
所
在
法

。

。

。

。

。

。

甲
日
在
頭

乙
日
在
頂

丙
日
在
肩
臂

丁
日
胸
脇

戊
日
在
腹
及
頷
頸

巳
日
在
背

庚
日
在
膝
及
髀
腰
。
辛
日
在
脾
及
心
肺

」
と
、
人
神
の
巡
回
順
路
が
日
の
十
干
十
二
支

）

や
十
二
時
な
ど
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
算
出
さ
れ
、
特
定
の
日
時
に
人
神
が
特
定
の
部
位

に
い
る
と
き
は
そ
こ
に
鍼
灸
を
施
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
身
体
部
位
と
四

季
な
ど
の
時
の
流
れ
、
十
干
十
二
支
の
規
則
性
と
の
連
関
は

「
人
字
図
」
と
医
書
な
ど

、

に
見
え
る
人
神
と
に
共
通
す
る
。
大
野
氏
が
『
日
書
』
に
見
え
る
人
字
図
を
『
漢
書
』

芸
文
志
の
数
術
略
「
雑
占
」
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と

、
そ
れ
と

（
注

）
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同
様
の
『
胎
産
書
』
の
人
字
図
も
ま
た
、
雑
占
に
属
す
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
『
胎
産
書
』
は
、
妊
娠
・
出
産
と
い
う
、
疾
病
と
は
言
い
難
い
が
身
体

の
変
化
に
は
変
わ
り
な
い
事
象
に
焦
点
を
当
て
た
文
献
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
術

数
的
な
宇
宙
観
や
占
い
の
要
素
で
も
っ
て
妊
婦
や
新
生
児
の
健
康
を
願
い
、
成
就
に
向

け
て
実
践
す
る
方
法
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
術
数
と
方
技
の
関
係
性
を
物
語
る
一

例
と
し
て
、
貴
重
な
文
献
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、
時
代
を
少
し
下
っ
て
成
立
し
た
中
国
医
学
の
経
典
で
あ
る
漢
代
の
『
黄

帝
内
経
』
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
数
の
理
論
が
根
底
に
流
れ
て

い
る

『
黄
帝
内
経
素
問
』
気
穴
論
に
は
「
孫
絡
と
三
百
六
十
五
穴
と
会
し
、
亦
た
以
て

。

一
歳
に
応
ず
（
孫
絡
三
百
六
十
五
穴
會
、
亦
以
應
一
歲

『
黄
帝
内
経
霊
枢
』
五
十
営

）
」
、

に
は
「
天
二
十
八
宿
を
周
り
、
宿
は
三
十
六
分
。
人
の
気
一
周
を
行
る
は
、
千
八
分
。

め

ぐ

日
は
二
十
八
宿
を
行
り
、
人
の
経
脈
は
上
下
・
左
右
・
前
後
二
十
八
脈
、
周
身
は
十
六

丈
二
尺
、
以
て
二
十
八
宿
に
応
ず
（
天
周
二
十
八
宿
、
宿
三
十
六
分
。
人
氣
行
一
周
、
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千
八
分
。
日
行
二
十
八
宿
、
人
經
脈
上
下
・
左
右
・
前
後
二
十
八
脈
、
周
身
十
六
丈
二

尺
、
以
應
二
十
八
宿

」
と
あ
り
、
天
人
相
関
思
想
の
下
、
術
数
的
な
数
の
論
理
を
用
い

）

て
経
穴
の
数
や
気
の
流
れ
る
サ
イ
ク
ル
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
術
数
と
方
技
が

並
列
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
方
技
の
中
に
術
数
の
論
理
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
例
で

あ
る
。

ま
た
、
武
田
時
昌
氏
も
指
摘
し
て
い
る
が

『
史
記
』
日
者
列
伝
に
は
「
吾
聞
く
、
古

、

、

（

、

、

の
聖
人
は
朝
廷
に
居
ら
ず

必
ず
卜
医
の
中
に
在
り
と

吾
聞

古
之
聖
人
不
居
朝
廷

）
」

。

、

必
在
卜
醫
之
中

と
あ
る

こ
れ
は
単
に
卜
者
と
医
者
と
を
並
列
し
た
だ
け
で
あ
る
が

卜
者
も
医
者
も
同
じ
よ
う
に
知
識
を
有
す
る
者
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
武
田
氏

は
朱
熹
が
『
論
語
』
子
張
の
「
小
道
と
雖
も
必
ず
観
る
べ
き
者
有
り
（
雖
小
道
必
有
可

觀
者
焉

」
に
つ
い
て

「
小
道
は
、
農
圃
・
医
卜
の
属
の
如
し
（
小
道
、
如
農
圃
・
醫

）

、

卜
之
屬

」
と
注
し
て
い
る
こ
と
を
例
に
、
医
卜
は
国
家
の
為
政
・
祭
祀
以
外
の
諸
事
と

）

し
て
の
「
小
道

、
ま
た
は
「
方
伎

「
術
数
」
の
中
で
、
農
業
と
と
も
に
社
会
生
活
に

」

」

お
い
て
最
も
有
用
と
さ
れ
て
き
た
と
も
す
る
。
そ
の
上
で

「
疾
病
や
悩
み
を
予
見
し
、

、

治
療
や
行
動
指
針
の
提
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
先
見
性
に
、
そ
れ
な
り
の
価
値
を
見

出
し
て
い
る
の
で
あ
る

」
と
述
べ
る

。
第
五
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
や
は
り

。

（
注

）
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医
学
に
も
あ
る
程
度
の
先
見
性
・
未
来
へ
の
ま
な
ざ
し
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
時
代
を
下
る
が
、
唐
・
孫
思
邈
の
『
千
金
要
方
』
序
例
・
大
医
習
業
は
、
大

医
を
志
す
者
は
医
書
だ
け
で
な
く
、
天
文
気
象
に
関
す
る
占
候
で
あ
る
陰
陽
や
算
命
術

の
禄
命
、
灼
亀
・
五
兆
な
ど
の
卜
筮
も
熟
読
し
研
鑽
し
て
初
め
て
、
医
の
道
を
語
り
合

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
述
べ
る

。
さ
ら
に
、
同
書
の
序
例
・
大
医
精

（
注

）
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誠
で
は
「
医
方
・
卜
筮
は
、
芸
能
の
精
な
り
難
き
者
な
り
（
醫
方
・
卜
筮
、
藝
能
之
難

精
者
也

」
と
、
医
学
と
占
術
は
技
術
的
に
熟
達
の
難
し
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、

）

時
代
を
問
わ
ず
、
両
者
は
似
た
よ
う
な
性
質
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
医
学
系
文
献
の
中
に
術
数
的
要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
例
を

示
し
て
き
た
が
、
以
下
で
は
出
土
資
料
に
お
い
て

『
行
称

『
病
方
』
の
よ
う
に
別
個

、

』

。

の
術
数
系
文
献
と
方
技
系
文
献
が
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
例
に
つ
い
て
述
べ
る

ま
ず
触
れ
た
い
の
は
、
後
漢
前
期
の
墓
と
さ
れ
る
甘
粛
省
武
威
県
柏
樹
公
社
五
畦
大

、

（

、

隊
旱
灘
坡
漢
墓
か
ら
一
九
七
二
年
に
出
土
し
た

武
威
旱
灘
坡
漢
墓
出
土
医
簡

以
下

武
威
医
簡
）
で
あ
る

。
こ
れ
は
、
木
簡
が
七
八
枚
、
木
牘
が
一
四
枚
、
合
計
九

（
注

）
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二
枚
の
簡
牘
で
あ
り
、
内
容
は
薬
剤
の
処
方
や
鍼
灸
の
方
法
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
し

か
し
、
こ
の
中
に
は
医
薬
と
は
全
く
関
係
な
く
、
一
部
秦
簡
の
『
日
書
』
に
近
い
木
牘

（
九
二
号
牘
）
が
一
枚
だ
け
混
ざ
っ
て
い
る
。
整
理
者
に
よ
る
と
、
九
二
号
牘
は
両
面

に
記
載
が
あ
り
、
文
字
は
不
鮮
明
で
、
文
意
も
不
明
で
あ
る

。
こ
こ
で
、
実
際

（
注

）
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に
九
二
号
牘
の
内
容
を
見
て
み
よ
う

。

（
注

）
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□
□
□
□
□
□
大
兄
爲
天
一
、
中
者
爲
大
歳
、
小
者
爲
大
將
軍
。
大
歳
常
三
月

壹
上
天
、
常
乙
癸
巳
上
、
□
□
巳
酉
未
下
。
當
此
時
□
□
大
歳
・
大
將
軍
・
百

官
盡
□
□
□
□
□
取
・
邚
・
嫁
女
、
此
■
入
。

、

、

。

□
□
□
□
□
□
大
兄
は
天
一
た
り

中
者
は
大
歳
た
り

小
者
は
大
将
軍
た
り

大
歳
は
常
に
三
月
に
し
て
上
天
を
壱
に
し
、
常
に
乙
・
癸
・
巳
は
上
な
り
、
□

□
巳
・
酉
・
未
は
下
な
り
。
此
の
時
に
当
た
り
て
□
□
大
歳
・
大
将
軍
・
百
官

尽
く
□
□
□
□
□
取
・
邚
・
嫁
女
、
此
■
入
。

不
明
瞭
な
文
字
が
多
く
、
意
味
が
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
文
章
の
「
取
・
邚
・
嫁

女
」
の
部
分
は
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
甲
種
に
あ
る
択
日
の
記
録
と
類
似
し
、
医
学
と

は
ほ
ど
遠
い

武
威
医
簡
の
木
牘
に
は
編
聯
痕
が
な
い
た
め

そ
れ
ら
を
筆
写
者
が

行

。

、

『

称

『
病
方
』
の
よ
う
に
一
冊
に
ま
と
め
よ
う
と
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
単
に
他
の

』
医
簡
と
ひ
と
か
た
ま
り
に
な
っ
て
出
土
し
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
た
め
、
偶
然
九
二
号

牘
が
医
簡
群
に
混
入
し
た
と
い
う
可
能
性
も
拭
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
九
二
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号
牘
は
『
行
称
』
に
も
通
じ
る
択
日
に
関
す
る
内
容
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ

が
『
病
方
』
の
よ
う
な
処
方
に
関
す
る
医
簡
と
同
じ
場
所
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
こ
と

は

『
行
称

『
病
方
』
が
合
冊
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
類
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

、

』

九
二
号
牘
と
医
簡
と
が
同
じ
場
所
に
意
図
的
に
埋
葬
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理

由
は
『
後
漢
書
』
方
術
伝
で
術
数
系
・
方
技
系
両
方
の
術
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
関
連
し
て
、
そ
の
実
用
性
や
実
効
性
が
望
ま
れ
る
と
い
う
、
よ
り
素
朴
か
つ
大

き
な
括
り
で
九
二
号
牘
と
他
の
医
簡
が
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
識

は
、
戦
国
時
代
の
『
行
称

『
病
方
』
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

』

こ
の
他

『
行
称

『
病
方
』
と
は
時
代
が
か
け
離
れ
て
し
ま
う
が
、
敦
煌
文
書
に
も

、

』

占
い
の
文
献
と
医
学
系
文
献
が
同
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
パ
タ
ー
ン
が
い
く
つ
か
確
認

で
き
る
。
中
で
も
、
資
料
番
号
Ｓ
．
五
六
一
四
は
好
例
で
あ
る
。
本
資
料
に
は
、
日
暈

占
な
ど
を
含
む
占
候
の
『
新
集
三
鏡
経
（
三

・
宇
宙
創
造
と
破
壊
を
司
る
イ
ン
ド
の

）
』

神
、
摩
醯

首
羅
に
仮
託
し
た
擬
易
の
『
摩
醯
首
羅
卜

・
雑
占
の
『
逆
刺
占
（
二

・

』

）
』

ま

け

い

し

ゅ

ら

択
日
占
の
『
占
周
公
八
天
出
行
択
日
吉
凶
法
』
と
い
う
合
計
四
種
類
の
術
数
系
文
献
に

後
続
し
て
、
五
臓
六
腑
の
基
礎
理
論
と
薬
方
を
記
す
『
五
蔵
論

・
診
脈
書
の
『
平
脈
略

』

例

・
五
蔵
と
脈
候
の
関
係
を
説
く
『
五
蔵
脈
候
陰
陽
相
乗
法

・
五
蔵
の
発
病
時
に
現

』

』

れ
る
具
体
的
な
症
状
を
記
す
『
占
五
蔵
声
色
源
候

と
い
う
四
種
類
の
医
学
系
文

』（
注

）
36

献
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
資
料
は
一
冊
の
蝴
蝶
装
の
冊
子
で
、
書
法
も
全
て
ほ
と
ん

ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
人
物
が
書
写
し
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
年
代
は
唐
末

五
代
で
あ
る

。
先
に
も
触
れ
た
が
、
唐
代
に
は
、
大
医
を
志
す
者
は
占
卜
に
も

（
注

）
37

通
じ
て
い
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
『
千
金
要
方
』
が
成
立
し
て
い
る
た
め
、
Ｓ
．
五
六

一
四
の
筆
写
者
も
そ
の
記
述
ど
お
り
医
学
に
加
え
て
術
数
に
も
通
じ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。
明
確
な
編
纂
意
図
の
下
で
抄
写
さ
れ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
意
識
的
に

右
の
八
篇
を
ま
と
め
た
と
す
れ
ば
、
筆
写
者
は
こ
れ
ら
を
術
数
と
方
技
を
合
わ
せ
た
方

術
の
類
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

。

（
注

）
38

以
上
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
敦
煌
文
書
の
筆
者
年
代
で
あ
る
唐
代
・
五
代
に
な
っ

て
も
な
お
、
技
術
書
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
術
数
や
方
技
の
知
識
が
依
然
と
し
て
一

括
り
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
本
節
で
紹
介
し
た
文
献
の
内
容
構

成
や
埋
葬
状
況
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
術
数
と
方
技
と
が
そ
の
思
想
構
造
を
完
全

に
一
に
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
術

数
的
な
思
考
が
方
技
の
根
底
に
も
流
れ
て
い
る
と
い
う
影
響
関
係
を
示
す
重
要
な
一
材

料
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
戦
国
中
期
の
『
行
称

『
病
方

、
前
漢
初
期
の

』

』

『
胎
産
書

、
後
漢
前
期
の
武
威
医
簡
、
唐
代
・
五
代
頃
の
敦
煌
文
書
の
文
献
構
成
を
俯

』

瞰
す
る
と
、
戦
国
時
代
は
も
と
よ
り
、
学
問
の
細
分
化
が
進
ん
だ
前
漢
以
降
も
、
術
数

と
方
技
は
、
異
な
る
思
想
構
造
で
あ
る
と
は
い
え
、
技
術
的
・
実
用
的
な
特
徴
を
と
も

に
有
し
、
隣
接
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

『
行
称
』
は
時
令
説
と
択
日
・
禁
忌
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
文
献

で
あ
り
、
同
じ
時
令
説
文
献
と
し
て
一
部
共
通
項
が
見
ら
れ
る
『
淮
南
子
』
時
則
訓
や

『

』

。

、

礼
記

月
令
の
よ
う
に
五
行
説
が
軸
の
整
然
と
し
た
内
容
と
は
言
え
な
い

し
か
し

伝
世
文
献
と
は
趣
を
異
に
す
る
理
論
は
た
だ
伝
世
文
献
と
し
て
今
日
に
伝
わ
ら
な
か
っ

た
だ
け
で
、
出
土
資
料
が
成
立
し
た
当
初
に
は
多
く
存
在
し
た
。
五
行
説
や
四
時
の
概

念
を
含
ま
な
い
時
令
説
関
連
の
出
土
資
料
に
は
、
例
え
ば
北
京
大
学
蔵
西
漢
竹
書
『
陰

陽
家
言
』
や
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
料

の
存
在
か
ら
、
湯
浅
邦
弘
氏
は
時
令
説
の
多
様
な
型
が
当
時
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る

。
本
篇
も
時
令
説
文
献
の
多
様
性
を
示
す
一
資
料
と
言
え
よ
う
。

（
注

）
39

こ
の
『
行
称
』
が
『
病
方
』
と
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
理
由
に
は
、
も
し
筆
写
者
が

明
確
な
編
纂
意
図
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
両
篇
に
現
在
あ
る
い
は
未
来
の
状
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況
を
変
え
た
り
、
具
体
的
な
行
動
内
容
を
決
め
た
り
す
る
た
め
の
実
用
書
・
技
術
書
と

い
う
共
通
点
を
筆
写
者
は
見
出
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

『
行
称
』
に

。

は
月
の
運
行
に
関
す
る
記
述
が
あ
り

『
病
方
』
は
処
方
集
で
あ
る
と
い
う
点
に
着
目
す

、

る
と
、
ど
ち
ら
も
専
門
的
な
知
識
が
必
要
な
内
容
と
言
え
る
。
思
想
が
細
分
化
さ
れ
る

前
漢
以
前
に
は
、
専
門
性
を
有
す
る
実
用
的
な
書
と
い
う
大
き
な
括
り
で
『
漢
書
』
芸

文
志
の
言
う
術
数
と
方
技
が
未
分
化
の
ま
ま
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

。『

』『

』

、

。

か

行
称

病
方

の
発
見
は

そ
の
可
能
性
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

注

（
１

『
病
方
』
の
釈
読
は

『
待
兼
山
論
叢
』
哲
学
篇
第
五
五
号
（
二
〇
二
一
年
一
二
月
刊
行
予
定
）

）

、

に
投
稿
予
定
で
あ
る
。

（
２
）
第
一
・
第
一
〇
・
第
一
三
・
第
一
四
簡
は
、
折
れ
た
竹
簡
を
接
合
し
、
復
元
で
き
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
第
一
七
簡
は
一
部
欠
損
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
は
、
折
れ
も
欠
け
も
見
ら
れ

な
い
。

（
３
）
整
理
者
の
表
現
マ
マ
。
第
一
四
簡
の
文
末
に
は
墨
釘
が
打
た
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
指
す

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
記
号
に
は
墨
節
や
墨
鉤
の
よ
う
に
、
単
な
る
句
読
点
の
役
割
の
他
、
章

や
篇
の
末
尾
を
示
す
役
割
も
あ
る
。

（
４
）
何
有
祖
「

景
公
瘧
》
札
記
四
則

（
簡
帛
網h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
s
h
o
w
_
a
r
t
i
c
l
e
.
p
h

《

」

p
?i
d
=
67
2
#
_f
t
nr
e
f
5

、
二
〇
〇
七
年
七
月
二
七
日
）

（
５
）
浅
野
裕
一
「
清
華
簡
『
治
政
之
道

治
邦
之
道
』
の
墨
家
思
想

（

集
刊
東
洋
学
』
第
一
二

」
『

三
号
、
二
〇
二
〇
年
六
月
、
一
～
二
一
頁
）

（
６
）
清
華
大
学
出
土
文
献
読
書
会
「
清
華
簡
（
拾
）
整
理
報
告
補
正
（
之
一

（
清
華
大
学
出
土

）
」

文
献
与
保
護
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジh

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
t
w
x
.
t
s
i
n
g
h
u
a
.
e
d
u
.
c
n
/
i
n
f
o
/
1
0
8
1
/
2
2
0

6
.h
t
m

、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
七
日
）

（
７

『
五
十
二
病
方
』
牝
痔
に
「
䓛
は
、
荊
名
に
盧
茹
と
曰
う
（
䓛
者
、
荊
名
曰
盧
茹

」
と
あ
る
。

）

）

８

余
嘉
錫
著

古
勝
隆
一
・
嘉
瀬
達
男
・
内
山
直
樹
訳
注

古
書
が
単
篇
に
て
別
行
し
た
例

古

（

）

、

「

」（
『

書
通
例
：
中
国
文
献
学
入
門
』
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
八
年

、
二
一
〇
～
二
二
〇
頁
。

）

（
９
）
注
８
前
掲
書
、
二
一
七
頁
。

（

）
湯
浅
邦
弘
「
上
博
楚
簡
『
舉
治
王
天
下
』
の
古
聖
王
伝
承

（

中
国
研
究
集
刊
』
第
五
六
号
、

」
『

10

二
〇
一
三
年
六
月

、
四
四
頁
。

）

（

）
注

前
掲
論
文
、
四
五
頁
。

11

10

（

）
大
野
裕
司
「
出
土
術
数
文
献
解
題

（

戦
国
秦
漢
出
土
術
数
文
献
の
基
礎
的
研
究

、
北
海
道

」
『

』

12

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年

、
二
五
頁
。

）

（

）
宇
佐
美
文
理
「
術
数
類
小
考

（
武
田
時
昌
編
『
陰
陽
五
行
の
サ
イ
エ
ン
ス
：
思
想
篇
』
京
都

」

13

大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
一
年

、
一
〇
六
頁
。

）

（

）
大
野
裕
司
「
新
出
土
資
料
と
中
国
古
代
術
数
研
究

（
注

前
掲
書

、
七
～
八
頁
。

」

）

14

12

（

）

「

」（
『

』

、

）
、

劉
楽
賢

従
出
土
文
献
看
兵
陰
陽

戦
国
秦
漢
簡
帛
叢
稿

文
物
出
版
社

二
〇
一
〇
年

15

二
三
一
頁
。

（

）

「

『

』

」（『

』

、

）
、

黑
田
秀
教

清
華
簡

良
臣

初
探

中
国
研
究
集
刊

第
五
六
号

二
〇
一
三
年
六
月

16

八
四
頁
。

（

）
馬
場
理
惠
子
「

術
数
」
概
念
の
成
立
と
漢
代
学
術

『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

「

」
、

17

研
究
紀
要
：
史
学
編
』
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月

、
一
五
頁
。

）

（

）

「

」（
『

』

、

）
、

大
形
徹

本
草
と
方
士
の
関
係
に
つ
い
て

人
文
学
論
集

第
八
号

一
九
九
〇
年
三
月

18

四
八
頁
。

（

『
漢
書
』
平
帝
紀
の
「
天
下
に
逸
経
・
古
記
・
天
文
・
暦
算
・
鍾
律
・
小
学
・
史
篇
・
方
術
・

）
19

本
草
を
通
知
し
及
び
五
経
・
論
語
・
孝
経
・
爾
雅
を
以
て
教
授
す
る
者
を
徴
め
て
、
在
所
に

も

と

為
に
一
封
の
軺
伝
を
賀
し
、
京
師
に
詣
で
せ
し
む
（
徵
天
下
通
知
逸
經
・
古
記
・
天
文
・
曆

算
・
鍾
律
・
小
學
・
史
篇
・
方
術
・
本
草
及
以
五
經
・
論
語
・
孝
經
・
爾
雅
教
授
者
、
在
所
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爲
駕
一
封
軺
傳
、
遣
詣
京
師

」
と
い
う
記
述
を
見
る
と
、
術
数
的
な
天
文
・
暦
算
と
方
術
は

）

別
物
と
さ
れ
て
お
り

『
漢
書
』
で
い
う
方
術
は
神
仙
術
の
意
味
合
い
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。

、

（

）
川
原
秀
城
「
中
国
の
数
術

（
川
原
秀
城
『
数
と
易
の
中
国
思
想
史
：
術
数
学
と
は
何
か
』
勉

」

20

誠
出
版
、
二
〇
一
八
年

、
二
九
頁
。

）

（

）
注

前
掲
書
「
中
国
の
数
術

、
二
九
～
三
〇
頁
。

」

21

20

（

）
加
藤
千
恵
「

後
漢
書
』
方
術
伝
の
構
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
上

（

東
京
理
科
大
学
紀

『

）
」
『

22

要
（
教
養
編

』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月

、
七
六
頁
。

）

）

（

）
坂
出
祥
伸
「
方
術
伝
の
成
立
と
そ
の
性
格

（
坂
出
祥
伸
『
中
国
古
代
の
占
法
：
技
術
と
呪
術

」

23

の
周
辺
』
研
文
出
版
、
一
九
九
一
年

、
二
八
頁
。

）

（

）
注

前
掲
書
「
後
言

、
二
四
二
頁
。
ま
た
、
馬
場
氏
は

『
周
礼
』
職
掌
か
ら
術
数
と
方
技

」

、

24

20
が
一
括
り
に
さ
れ
る
『
後
漢
書
』
方
術
伝
ま
で
の
学
の
系
譜
を
分
析
し

「

方
技
」
に
含
ま

、
「

れ
て
い
る
医
経
の
系
統
に
至
っ
て
は

「
術
数
」
と
は
全
く
異
な
っ
た
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
が

、

わ
か
る

「
少
な
く
と
も
「
術
数
」
概
念
が
成
立
し
た
前
漢
の
知
識
体
系
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

。
」
、

が
個
々
の
知
識
系
統
の
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

」
と
指
摘
す
る
（
注

。

17

前
掲
論
文
、
一
二
頁

。）

（

）
白
杉
悦
雄
・
坂
内
栄
夫
『
却
穀
食
気
・
導
引
図
・
養
生
方
・
雑
療
方

（
馬
王
堆
出
土
文
献
訳

』

25

注
叢
書
、
東
方
書
店
、
二
〇
一
一
年

、
ま
え
が
き
ⅰ
頁
。

）

（

「
一
月
名
づ
け
て

刑

を
流
く
と
曰
う
。
食
飲
必
ず
精
あ
り
、
酸
羹
必
ず
熟
、
辛
腥
を
食
す
る

）

か

た

ち

に

26

、

（

（

）

。

（

）

、

（

）
、

毋
れ

是
を

哉

め
て
貞
す

一
月
名
曰
留

流

刑

食
㱃

飮

必
精

酸
羹
必
孰

熟

は

じ

（

）、

（

）

）
」（

）

、

、

毋
食
辛
星

腥

是
謂
財

哉

貞

第
二
～
三
行
目

こ
の
原
釈
文
は

裘
錫
圭
主
編

湖
南
省
博
物
館
・
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
編
纂
『
長
沙
馬
王
堆
漢
墓
簡
帛

集
成
（
陸

（
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
）
に
基
づ
く
。
注

も
同
じ
。

）
』

27

（

「
字
み
て
男
多
く
女
毋
く
し
て
女
を
欲
す
れ
ば
、
後
□
□
□
□
胞
陰
の
垣
の
下
に
埋
む
（
字
而

）

う

27

多
男
毋
女
而
欲
女
、
後
□
□
□
□
包
（
胞
）
貍
（
埋
）
陰
垣
下

（
第
一
八
行
目
）

）
」

（

「
人
字
。
其
の
日
首
に
在
れ
ば
、
富
勝
り
難
し
（
人
字
。
其
日
在
首
、
富
難
勝
殹
（
也

（
一

）

）
）」

28

五
〇
壹
）
こ
の
原
釈
文
は
、
陳
偉
主
編
『
秦
簡
牘
合
集
：
釈
文
注
釈
修
訂
本
（
弐

（
荊
楚

）
』

文
庫
甲
編
、
武
漢
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
に
基
づ
く
。

大
形
徹

胎
産
書
・
雑
禁
方
・
天
下
至
道
談
・
合
陰
陽
方
・
十
問

馬
王
堆
出
土
文
献
訳
注
叢

（

）

『

』（

29

書
、
東
方
書
店
、
二
〇
一
五
年

、
一
四
一
～
一
四
二
頁
。

）

（

）
大
野
裕
司
「
出
土
術
数
文
献
解
題

（
注

前
掲
書

、
二
七
頁
。

」

）

30

12

（

）
武
田
時
昌
「
物
類
相
感
説
と
精
誠
の
哲
学

（

術
数
学
の
思
考
：
交
叉
す
る
科
学
と
占
術

、

」
『

』

31

京
大
人
文
研
東
方
学
叢
書
５
、
二
〇
一
八
年

、
一
四
〇
頁
。

）

（

『
千
金
要
方
』
序
例
・
大
医
習
業
「
凡
そ
大
医
に
為
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
須
く
『
素
問
』

）
32

『
甲
乙
』

を
諳
ん
ず
べ
し
。
又
須
く
陰
陽
・
禄
命
・
諸
家
相
法
、
及
び
灼
亀
・
五
兆
・

…
…

周
易
・
六
壬
を
妙
解
す
べ
し
。
並
び
に
須
く
此
く
の
如
き
に
精
熟
す
べ
く
ん
ば
、
乃
ち
大
医

。

、

、

。

と
為
る
を
得

若
し
爾
ら
ず
ん
ば

目
無
く
し
て
夜
に
遊
し

動
き
て
顛
殞
に
至
る
が
如
し

次
い
で
須
く
此
の
方
を
熟
読
し
、
妙
理
を
尋
思
し
、
鑽
研
を
留
意
す
べ
く
し
て
、
始
め
て
与

に
医
道
を
言
う
べ
き
者
な
り
（
凡
欲
爲
大
醫
、
必
須
諳
『
素
問

『
甲
乙
』

。
又
須
妙
解

』

…
…

陰
陽
・
禄
命
・
諸
家
相
法
、
及
灼
龜
・
五
兆
・
周
易
・
六
壬
。
並
須
精
熟
如
此
、
乃
得
爲
大

醫
。
若
不
爾
者
、
如
無
目
夜
遊
、
動
至
顛
殞
。
次
須
熟
讀
此
方
、
尋
思
妙
理
、
留
意
鑚
研
、

始
可
與
言
於
醫
道
者
矣

」）

（

）
こ
れ
よ
り
も
清
華
簡
と
時
代
の
近
い
資
料
で
、
一
巻
の
竹
書
に
術
数
系
文
献
と
医
学
系
文
献

33

が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
周
家
台
三
〇
号
秦
墓
竹
簡
が
あ
る
。
周
家
台
三
〇
号
秦
墓

か
ら
は
三
八
九
枚
の
竹
簡
が
出
土
し
、
そ
の
内
容
か
ら
『
暦
譜

『
日
書

『
病
方
及
其
它
』

』

』

の
三
組
に
分
け
ら
れ
た

『
暦
譜
』
に
秦
二
世
皇
帝
元
年
の
月
朔
日
干
支
や
月
の
大
小
な
ど
が

。

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

墓
葬
年
代
は
そ
れ
以
前
と
考
え
ら
れ
て
い
る

長
谷
部
英
一

周

、

（

「

家
台
三
〇
号
秦
墓
竹
簡
の
治
療
法

『
中
国
哲
学
研
究
』
第
一
八
号
、
二
〇
〇
三
年
二
月
、

」
、

二
七
頁

『
病
方
及
其
它
』
の
内
容
は
、
病
方
・
祝
由
術
・
択
日
吉
避
凶
占
卜
・
農
事
な
ど

）
。

で
あ
る
が
、
文
献
の
性
格
が
求
祷
方
法
を
記
載
す
る
も
の
と
近
い
と
見
て

「
病
方
」
と
名
付

、

け
る
の
は
や
や
正
確
さ
に
欠
け
る
と
す
る
説
も
あ
る
た
め
（
田
天
著
、
富
嘉
吟
訳
「
北
大
秦
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簡
祠
祝
書
初
探
：
兼
ね
て
周
家
台
「
病
方
簡
」
の
構
成
に
及
ぶ

『
学
林
』
第
六
二
号
、
二

」
、

〇
一
六
年
三
月
、
一
四
五
頁

、
本
稿
で
は
資
料
の
存
在
を
紹
介
す
る
に
留
め
た
い
。
本
資
料

）

の
検
討
は
稿
を
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

（

）
田
河
『
武
威
漢
簡
集
釈

（
甘
粛
秦
漢
簡
牘
集
釈
、
甘
粛
文
化
出
版
社
、
二
〇
二
〇
年

、
六

』

）

34

一
五
頁
。

（

）
釈
文
は
『
武
威
漢
簡
集
釈
』
に
従
っ
た
。
□
は
残
欠
・
摩
耗
な
ど
で
文
字
は
不
鮮
明
で
あ
る

35

が
、
字
数
が
分
か
る
も
の
、
■
は
欠
字
数
が
分
か
ら
な
い
部
分
、
四
角
で
囲
っ
た
文
字
は
残

欠
し
て
い
る
も
の
の
整
理
者
が
補
っ
た
漢
字
で
あ
る
。

（

）
真
柳
誠
氏
は

『
五
蔵
脈
候
陰
陽
相
乗
法
』
と
『
占
五
蔵
声
色
源
候
』
を
独
立
し
た
文
献
で
は

、

36

な
く

『
平
脈
略
例
』
に
含
ま
れ
る
二
篇
と
見
て
い
る
（
真
柳
誠
「
大
英
図
書
館
所
蔵
の
敦
煌

、

医
薬
文
書
（
三

『
張
仲
景
五
蔵
論

『
漢
方
の
臨
床
』
第
五
四
巻
五
号
、
二
〇
〇
七
年
五

）

』
」
、

月
、
七
三
〇
～
七
三
二
頁

。）

（

）
関
長
龍
輯
校
『
敦
煌
本
数
術
文
献
輯
校
（
上

（
中
華
書
局
、
二
〇
一
九
年

、
一
七
七
頁
。

）
』

）

37
（

）
こ
の
他
、
Ｓ
．
四
五
三
四
＋
Ｓ
．
九
四
三
四
も
占
い
の
書
と
医
学
系
文
献
が
ひ
と
ま
と
ま
り

38

に
な
っ
て
い
る
。
本
資
料
は
両
面
に
書
写
さ
れ
た
紙
の
断
片
で
あ
り
、
元
は
巻
子
装
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
片
面
に
唐
代
の
本
草
書
で
あ
る
『
新
修
本
草
』
が
、
も
う
片
面
に
堪
輿
類

の
『
玄
女
宅
経
』
が
記
さ
れ
て
お
り
、
本
資
料
の
文
字
を
見
る
と
書
法
が
異
な
る
よ
う
に
見

、

。

、『

』

う
け
ら
れ
る
た
め

お
そ
ら
く
別
人
に
よ
る
抄
写
で
あ
ろ
う

先
行
研
究
で
は

新
修
本
草

が
七
世
紀
頃
の

『
玄
女
宅
経
』
は
七
八
一
～
八
四
八
年
の
抄
本
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り

、

（
注

前
掲
書
中
冊
、
八
〇
六
頁

、
こ
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
筆
写
者
は
両
篇
の
連
関
性
を

）

37

特
別
見
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
『
新
修
本
草
』
の
裏
紙
を
利
用
し
た
だ
け
の
可

能
性
が
高
い
。
筆
写
者
が
複
数
お
り
、
な
お
か
つ
そ
の
筆
写
年
代
の
隔
た
り
が
大
き
い
場
合

、

。『

』『

』

。

は

こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
多
い
で
あ
ろ
う

行
称

病
方

も
こ
の
可
能
性
は
あ
る

（

）
湯
浅
邦
弘
「
時
令
説
の
展
開
：
北
京
大
学
竹
簡
『
陰
陽
家
言

、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
陰
陽
時

』

39

令
・
占
候
之
類
」
を
中
心
と
し
て

（

漢
字
学
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月

、
一

」
『

）

九
頁
。

図

（
図
１

『
行
称
』
と
『
病
方
』
に
共
通
す
る
「
之
」
字
と
「
以
」
字

）

（
図
２

『
胎
産
書
』
禹
蔵
図

）
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（
図
３

『
胎
産
書
』
人
字
図

）
図
の
出
典

（

）

、

『

（

）
』

・

図
１

黄
徳
寛
主
編

清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
編

清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡

拾

（
中
西
書
局
、
二
〇
二
〇
年

「
字
形
表
」

）

・

図
２
・
図
３
）
裘
錫
圭
主
編
、
湖
南
省
博
物
館
・
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
編
纂

（
『
長
沙
馬
王
堆
漢
墓
簡
帛
集
成
（
陸

（
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
）

）
』

【
附
記
】

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費2

1J
1
01
5
2

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

六
車

楓
（
む
ぐ
る
ま
・
か
え
で
）

一
九
九
五
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
、
日
本
学
術
振

興
会
特
別
研
究
員

Ｄ
Ｃ
２

専
門
は
中
国
医
学
思
想
史

共
著
に

儒
教
の
名
句
：

四

（

）
。

。

『

『

』

』（

、

、

、

）
、

書
句
辨

を
読
み
解
く

上
巻

湯
浅
邦
弘
編
著

汲
古
書
院

二
〇
二
〇
年
一
二
月

「

『

』

」（
『

』

、

主
要
論
文
に

敦
煌
医
書

明
堂
五
蔵
論

釈
読
補
訂

中
国
研
究
集
刊

第
六
六
号

二
〇
二
〇
年
八
月
）
な
ど
。


